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は
じ
め
に

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
(
ラ
ン
ト
法
)
に
お
い
て
、
(
「
親
族
法
」
お
よ
び
特
に
)
「
相
続
法
」
に
関
す
る
諸
規
定
は
き
わ
め
て
重
要
な
地
位

を
占
め
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
(
同
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
)
中
世
法
の
規
範
構
造
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
が
本
稿
で
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
問
題
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
よ
う
な
古
い
社
会
に
お
い
て
は
、
血
縁
関
係
が
近
代
な
い
し
現
代
社
会
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
現
実
に
お
け
る
血
縁
関
係
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
(
「
親
族
法
」

お
よ
び
)
「
相
続
法
」
に
関
す
る
諸
規
定
が
な
ぜ
中
世
法
の
規
範
構
造
の
中
で
決
定
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
に
答

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
お
い
て
は
、
現
実
に
は
決
定
的
に
重
要
な
機
能
を
果
た
し
な
が
ら
、
法
の
規
範

も
ち
ろ
ん
、
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説

構
造
の
中
で
そ
れ
に
見
合
う
地
位
を
占
め
て
い
な
い
社
会
関
係
な
い
し
社
会
制
度
(
た
と
え
ば
フ
ェ

1
デ
)
が
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

右
の
問
に
答
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
法
の
規
範
構
造
そ
の
も
の
を
分
析
し
把
握
し
な
け
れ
ば

論

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
関
す
る
諸
規
定
が

同
書
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
官
頭
近
く
の
枢
要
な
位
置
に
、
し
か
も
(
少
な
く
と
も
か
な
り
)
ま
と
ま
っ
た
形
で
登
場
し
て
く
る
、
と
い
う
外

形
的
事
実
|
|
あ
る
い
は
同
書
(
ラ
ン
ト
法
)
の
叙
述
体
系
中
に
お
け
る
位
置
|
|
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
(
ラ
ン
ト
法
)
の
官
頭
の
部
分
の
叙
述
体
系
が
、
一
・
二
・
三
・
七
と
い
う
数
の
序
列
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
そ
れ
を
概
観
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
(
以
下
に
お
い
て
は
、
著
者
ア
イ
ケ
の
思
考
過
程
を

再
現
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
、
原
則
と
し
て
、
テ
キ
ス
ト
中
ド
イ
ツ
語
第
一
版
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
部
分
に
限
っ
て
考
察
す
る
)
。

ま
ず
一
は
神
で
あ
り
、
「
序
文
L
(
4
2一
吉
田
胃
色
。
住
)
は
「
万
物
の
始
め
に
し
て
終
り
に
在
す
神
L
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
を
承
け
て
、

、
ふ
り

「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
本
文
は
、
い
わ
ゆ
る
両
剣
論
の
叙
述
を
も
っ
て
始
ま
る
。
「
二
口
の
剣
を
神
は
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
を
守
護
す
る
た
め

に
、
こ
の
地
上
の
国
に
与
え
給
う
た
」
(
一
・
ご
と
。
こ
れ
が
二
で
あ
る
。

三
つ
の
教
会
裁
判
所
(
司
教
、
司
教
座
聖
堂
首
席
司
祭
、
主
任
司
祭
の
そ
れ
)
と
そ
れ
に
参
加
す
べ
き
三
種
の
自
由
人
(
参
審
自
由
人
、
プ
フ
レ
ー

ク
ハ
フ
テ
、
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
)
に
関
す
る
条
項
(
一
・
二
・
ご
が
そ
の
直
後
に
つ
づ
く
。
さ
ら
に
、
彼
等
(
自
由
人
)
は
同
じ
よ
う
に
そ
れ
ぞ

れ
三
つ
の
世
俗
の
裁
判
所
に
、
す
な
わ
ち
、
参
審
自
由
人
は
グ
ラ

l
フ
の
、
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
は
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
の
、
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
1

グ
ル
に
お
い
て
(
「
親
族
法
L

お
よ
び
)
「
相
続
法
」
が
占
め
る
地
位
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
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は
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
の
裁
判
集
会
に
そ
れ
ぞ
れ
参
加
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
こ
・
二
・
二

1
一
・
二
・
四
)
。
以
上
が
三
で
あ
る
。

こ
れ
に
ひ
き
つ
づ
い
て
、
七
の
数
に
関
連
す
る
三
つ
の
条
項
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
七
つ
の
世
(
当
q
p
H
毛
色
丹
)
に
関
す
る
一
・

三
二
。
そ
こ
で
は
、
「
第
七
(
の
世
)
に
、
今
わ
れ
わ
れ
は
、
(
そ
れ
が
つ
づ
く
千
年
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
ど
れ
だ
け
経
っ
た
の
か
、
そ
の
)
確
か

い
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
づ
く
一
・
三
・
二
は
七
つ
の
へ

l
ア
シ
ル
ト

2
2
2巳
R
H
固
め

2
2
E
E
)

な
数
(
を
知
る
こ
と
)
な
し
に
、

ザクセンシュピーゲルにおける相続法の位置

に
関
す
る
条
項
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
は
(
右
の
一
・
三
・
一
を
承
け
て
)
、
「
第
七
の
世
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
世
界
が
、
(
こ
れ
か
ら
先
)

ど
れ
だ
け
長
く
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
か
、
と
い
う
(
そ
の
)
寿
命
を
知
ら
な
い
よ
う
に
、
人
は
ま
た
第
七
の
(
へ

l
ア
)
シ
ル
ト
に
つ
い
て

も
、
そ
れ
が
レ

l
ン
法
(
上
の
能
力

)
(
]
O
R
R
Z
)
や
へ

i
ア
シ
ル
ト
を
持
ち
う
る
か
否
か
知
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
。

七
つ
の
ジ
ツ
ペ

2
5
Z
H
盟
匂
宮
、
血
族
あ
る
い
は
親
等
)
に
つ
い
て
規
定
し
、
一
群
の
「
相
続
法
」
的
諸
規
定
の
先
頭
に
立
つ
一
・
三
・

三
は
、
早
く
も
そ
の
直
後
に
登
場
し
て
く
る
。
し
か
も
先
行
す
る
一
・
三
・
二
の
末
尾
に
、
「
へ

1
ア
シ
ル
ト
が
第
七
(
の
そ
れ
)
で
終
る
よ

う
に
、
ジ
ッ
ペ
も
第
七
(
の
そ
れ
)
で
終
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
一
・
三
・
三
お
よ
び
そ
れ
に
つ
づ
く
「
相
続
法
」
的
規
定
群

一
つ
に
は
、
七
の
数
に
関
す
る
条
項
の
一
つ
と
し
て
|
|
1
あ
る
い
は
、
七
の
数
に
ひ
か
れ
て
|
|
こ
の
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
冒
頭

カf近
く
の
(
一
・
ニ
・
三
・
七
と
い
う
数
の
序
列
に
直
接
に
か
か
わ
る
)
枢
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
私
は
次
の
こ
と
を
問
題
に
し
た
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
)
ゲ
ル
に
お
い
て
こ
の
一
・
三
・

三
に
ひ
き
つ
づ
い
て
登
場
す
る
一
群
の
「
相
続
法
」
的
諸
規
定
は
、
た
ま
た
ま
こ
の
条
項
が
七
の
数
に
か
か
わ
る
ジ
ッ
ペ
に
つ
い
て
の
規
定

を
含
ん
で
い
る
と
い
う
、
い
わ
ば
形
式
的
な
理
由
の
み
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
冒
頭
に
近
い
枢
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る

と
。
本
稿
の
課
題
は
、
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

の
か
、

北法38(5-6・1-59) 1095 



説論

右
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、

要
が
あ
る
。
本
節
で
は
、
ま
ず
一
に
つ
い
て
|
|
。

一
-
一
一
・
=
;
七
と
い
う
数
の
序
列
に
つ
い
て
、

い
さ
さ
か
立
ち
入
っ
て
考
察
を
加
え
る
必

い
ま

(
一
)
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
序
文
」
の
冒
頭
で
は
、
「
万
物
の
始
め
に
し
て
終
り
に
在
す
神
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
こ
の
神
は
、
「
最
初

に
天
と
地
(
一
一
へ
の
状
線
)
と
を
つ
く
り
給
い
、
そ
し
て
地
上
の
国
に
人
聞
を
つ
く
り
:
:
:
給
う
た
」
。
「
し
か
る
に
、
人
間
は
服
従
を
破
っ
た

:
:
・
」
。
「
し
か
し
、
今
や

(
H
「
神
が
彼
の
受
難
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
あ
が
な
い
給
う
た
」
後
)
、
わ
れ
わ
れ
は
改
心
し
、
:
:
:
彼
(
日
神
)
の
律

法
在
日
巾
)
や
彼
の
命
令
(
回
目
ロ

m与
O
仲
)
を
守
っ
て
い
る
」
と
い
う
。

こ
れ
に
先
行
す
る
「
対
韻
句
形
序
詩
」
に
は
、
「
誰
で
あ
れ
わ
た
し
の
教
え
か
ら
外
れ
る
者
は
、
:
:
:
神
に
対
し
て
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。

け
だ
し
、
律
法
の
命
ず
る
と
こ
ろ

s
q
Z判巾
g
c
を
破
る
わ
け
だ
か
ら
、
誰
で
あ
り
法

(
Z
n
E
C

を
曲
げ
る
者
は
L

(

一
三
四

1
一
三
七
行
)

と
い
う
件
り
が
あ
る
か
ら
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
1
ゲ
ル
の
著
者
ア
イ
ケ
が
、
「
法
」
を
守
る
こ
と
を
全
体
と
し
て
「
神
の
命
令
」
に
従
う
こ
と

と
考
え
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
万
物
の
始
め
に
し
て
終
り
に
在
す
神
」
と
い
う
命
題
か
ら
、
直
ち
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
描
か
れ
て
い
る
「
法
」
(
少

な
く
と
も
、
そ
の
す
べ
て
)
が
直
接
神
に
由
来
す
る
、
と
い
う
帰
結
を
引
き
出
す
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
(
人
間
)
が
守
っ
て
い
る
「
彼

(
H
神
)
の
律
法
や
彼
の
命
令
」
の
中
に
は
、
「
わ
れ
わ
れ
に
彼
の
預
言
者
た
ち
ゃ
善
き
聖
職
者
た
ち
が
教
え
た
」
も
の
だ
け
で
な

ω}、
少
な
く

と
も
「
キ
リ
ス
ト
教
的
国
王
た
ち
、
す
な
わ
ち
、

そ
の

(
lザ
ク
セ
ン
の
ラ
ン
ト
(
民
)
の
)
法
に
つ
い
て
引
合
い
に
出
し
て
い
る

(
H
そ
の
「
法
」
を
負
う
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
)
カ

l
ル
大
帝
、

(
口
)

が
定
め
た
」
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
(
帝
)
や
ザ
ク
セ
ン
の
ラ
ン
ト
(
民

)
(
ω
g
m
oロ
宮
口
門
)
、
が
今
な
お

北法38(5-6・1'60) 1096 



む
し
ろ
そ
の
前
に
あ
る
「
序
言
」
(
司

gzmg)
中
の
w
W
O
E

-
由
自
守
巾

B
n
F
?
含
一
円
ロ
B
E
m
s
g
H
M
g
n
z
-
E・a

R

と
い
う
件
り
が
よ
り
重
要
な
鍵
を
秘
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

こ
の
件
り
は
、
わ
れ
わ
れ
も
か
つ
て
、
「
神
は
、
御
自
身
、
法
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
法
は
、
神
の
嘉
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
訳
し
た
箇

(
ニ
)
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、

一
日
神
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、

所
で
あ
る
が
、
私
は
最
近
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
法
概
念
(
具
体
的
に
は
、
百
円
宮
の
用
語
法
)
お
よ
び
法
の
規
範
構
造
に
つ
い

て
考
究
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
、
そ
う
し
た
理
解
の
仕
方
に
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
理
由
は
大
別
し
て
二
つ
あ
る
。

ザクセンシュピーゲルにおける相続法の位置

第
一
に
、
|
|
い
た
っ
て
素
朴
な
疑
問
で
あ
る
が
|
|
「
法
」
は
「
神
の
定
め
た
律
法
(
な
い
し
旋
)
」
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
「
神
の

命
令
(
な
い
し
意
思
)
」
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
格
別
、
「
御
自
身
、
法
で
あ
る
神
」
を
わ
れ
わ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
表
象
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

第
二
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
「
法
」
と
言
わ
れ
る
場
合
、
客
観
的
・
実
体
法
的
な
規
範
を
意
味
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
ー
ー

後
述
す
る
「
(
各
人
生
得
の
)
法
」
を
別
に
す
れ
ば
!
|
|
「
裁
判
」
・
「
裁
判
権
」
・
「
裁
判
所
(
な
い
し
法
廷
)
」
・
「
判
決
」
な
ど
、
い
わ
ば
形
式
的
・

(
訴
訟
)
手
続
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
著
者
ア
イ
ケ
が
「
神
の
嘉
す
る
法
」
と
し
て

考
え
て
い
た
の
は
何
か
、
そ
れ
は
(
実
体
法
的
規
範
な
の
で
は
な
く
)
む
し
ろ
形
式
的
・
(
訴
訟
)
手
続
的
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

問
題
を
検
討
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
一
の
問
題
か
ら
始
め
よ
う
。
こ
の
場
合
、
原
文
(
の
♀

2
2
2
2・
巾
与
件
)
中
の

g
n
Z
が
、
構
文
上
、
必
ず
し
も
名
調
形
で
あ
る
と
は
限
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
形
容
詞
と
解
す
る
方
が
素
直
な
読
み
方
で
あ
ろ
う
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
考
証
に

た
だ
、

よ
る
ラ
テ
ン
語
版
聖
書
の
関
係
箇
所
も
、
は
っ
き
り
後
の
読
み
方
を
支
持
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
件
り
の
前
段
は
、
「
神
は
義
し
い
(
あ
る

い
は
、
公
正
な
)
方
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

第
二
の
問
題
に
移
ろ
う
。

で
あ
る
が
、

エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
の
考
証
に
よ
る
ラ
テ
ン
語
版
聖
書
関
係
箇
所
中
、
こ
の
件
り
に
最
も
近
い
の
は
詩
篇
一

0
・
八

そ
こ
に
は
、
「
主
は
郵
し
い
方
(
宮
田
吉
田
)
で
あ
っ
て
、
宮
田
片
山
門
広
を
愛
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
:
:
:
」
と
あ

M
r
z
a
E仰
は
言
う
ま
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説

(口)

で
も
な
く
「
正
義
」
で
あ
る
が
、
中
世
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
「
裁
判
(
手
続
)
L

の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
。
同
じ
く
エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
の
挙
げ

(
凶
)

る
詩
篇
三
六
・
二
八
は
、
こ
の
点
一
層
明
確
に
、
「
け
だ
し
主
は

E
島
三

Z
B
(裁
判
)
を
愛
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

た

だ

、

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲル・「序一一一一同
L

の
こ
の
件
り
は
、
全
体
と
し
て
、
「
神
は
義
し
い
方
(
円

R
Z
)
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

z
n
Z
(法
H
正
し

い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
理
非
曲
直
を
明
ら
か
に
す
る
裁
判
)
は
神
の
嘉
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
L

と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

「
序
言
」
の
テ
キ
ス
ト
は
こ
の
後
、
次
の
よ
う
に
つ
づ
い
て
い
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
に

(
U
R
Z
E
E巾
)
、
神
か
ら

m常
貯
伊
丹
ゆ
(
裁
判
、
あ
る
い

は
、
裁
判
権
)
を
託
さ
れ
て
い
る
人
々
は
す
べ
て
、
神
の
怒
り
や
彼
(
H
神
)
の
ぬ
耳
目
の

Z
O
(裁
き
、
あ
る
い
は
、
裁
判
)
が
恩
寵
に
よ
り
彼
等
を

介
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
、
裁
く

(
H
裁
判
す
る
)
(
ユ
の
宮
内
ロ
)
こ
と
を
心
が
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
。

E命

z
n
Z
の
語
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
(
次
節
で
そ
の
用
例
に
触
れ
る
機
会
が
あ
る
が
)
時
に

mq-nzo
と
同
義
に
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
前
述
の
件
り
の
(
神
の
嘉
す
る
)
吋

R
Z
を
「
裁
判
」
と
い
う
含
意
に
力
点
を
置
い
て
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寸
そ
れ
ゆ

え
に
」
で
始
ま
る
こ
の
件
り
の
主
題

Hmoユ
n
y
Z
へ
の
つ
な
が
り
も
、
き
わ
め
て
自
然
な
も
の
と
し
て
首
肯
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
神
は
確
か
に
寸
法
」
の
淵
源
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
注

意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
「
法
」
は
主
と
し
て
「
裁
判
(
権
)
」
の
意
味
に
解
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
が
人
間

に
託
し
た
の
は
「
裁
判
権
」

(
H
他
の
人
聞
を
裁
く
権
限
)
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
裁
判
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
個
々
の
法
規
範
す
べ
て
が

直
接
神
に
由
来
す
る
と
ま
で
は
主
張
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
本
節
で
は
、
二
と
三
の
数
に
関
す
る
条
項
を
一
括
し
て
扱
う
。
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ザクセンシュピーゲルにおける相続法の位置

(
一
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
(
ラ
ン
ト
法
)
の
本
文
の
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

ふ
り

「
二
口
の
剣
を
神
は
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
を
守
護
す
る
た
め
に
、
こ
の
地
上
の
国
に
与
え
給
う
た
。
教
皇
に
は
宗
教
的
な
そ
れ
(
H
剣
)
が
、

皇
帝
に
は
世
俗
的
な
そ
れ
が
宛
て
が
わ
れ
て
い
る
。
教
皇
は
ま
た
、
一
定
の
時
期
に
白
馬
に
騎
乗
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
そ
し
て
皇
帝
は
彼

あ
ぷ
み

(
H
教
皇
)
の
た
め
に
(
そ
の
際
)
、
鐙
を
抑
え
鞍
が
ず
れ
動
か
ぬ
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
次
の
こ
と
を
象
徴
す
る
。
す
な
わ
ち
、

何
で
あ
れ
教
皇
の
意
に
逆
ら
う
こ
と
で
、
し
か
も
彼
が
宗
教
的
な
法
を
も
っ
て

(
g
x
m巴
巳

-
o
w
o
E
O
B♀
Z
)
強
制
し
え
な
い
こ
と
は
、

皇
帝
が
世
俗
的
な
法
を
も
っ
て

(
E
X
巧
q
E
o
Z
B命
日
nzZ)
、
教
皇
の
意
に
従
う
よ
う
強
制
す
べ
き
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
宗
教
的
権
力

E
E
m包
丘
町

w
o
d弔
問
乙
片
)
も
ま
た
、
世
俗
的
裁
判
(
権
)
(
母
5
0
当
q
F
W
O
B
o
m
q
w宮
内
)
を
援
助
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

(H
世
俗
的
裁
判

権
)
が
そ
の
こ
と

(
H
援
助
)
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
L

(

一
・
ご
と
。

こ
の
条
項
に
お
い
て
は
、
神
が
教
皇
と
皇
帝
に
与
え
る
二
口
の
剣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
聖
俗
の
「
法
」

H
Z
n
Zの
象
徴
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
神
が
教
皇
と
皇
帝
に
与
え
る
聖
俗
の
「
法
」
H
円
R
Zと
は
何
か
。
後
の
と
こ
ろ
で
号
。
宮
の
語
は

dgロ
(
H
C
m者
包
門
)

お
よ
び
向
。
門
町
内
F
Z
の
語
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
が
「
裁
判
(
権
)
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
は
一
点
の
疑
問
の
余
地
も
な
い
。

こ
う
し
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
(
冒
頭
)
の
叙
述
体
系
に
お
け
る
一
と
二
の
数
の
内
面
的
な
つ
な
が
り
が
明
ら
か
に
な
る
。
前
節
で

述
べ
た
解
釈
を
前
提
に
す
れ
ば
、
「
序
言
」
で
神

(H
こ
が
す
べ
て
の

s
n
Z
H
m
q一
の
宮
ぬ
の
淵
源
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
著
者
は
、
ラ
ン
ト

法
一
・
一
で
は
、
そ
れ
を
承
け
て
、
ま
ず
聖
俗
の

B
n
E
H
m
q
k
z
o
(
H
一
一
)
が
そ
れ
ぞ
れ
皇
帝
と
教
皇
に
与
え
ら
れ
る
旨
を
述
べ
て
い
る

一
か
ら
二
へ
移
る
際
に
主
題
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
円
ゅ
の
伊
丹
H

「
裁
判
(
権
)
」
が
両
者
に
共
通
す
る
主
題
と
な
っ

こ
と
に
な
る
。

て
い
る
の
で
あ
る
。

(
ニ
)
以
上
の
ラ
ン
ト
法
一
・
一
の
後
を
承
け
て
、
一
・
二
・
一
が
三
種
の
自
由
人

(
H
参
審
自
由
人
、
プ
ブ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
、
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
)

の
三
つ
の

(
H
司
教
、
司
教
座
聖
堂
首
席
、
主
任
司
祭
の
)
教
会
裁
判
所

(mg昨日
ω
g
g
へ
の
参
廷
義
務
に
つ
い
て
、
ま
た
、
同
条
二

j
四
が
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説

同
じ
く
三
つ
の

(
H
グ
ラ
l
フ、

シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
、
ゴ
l
グ
ラ
1
フ
の
)
世
俗
裁
判
所

(
m
q
w
z
Z
)
へ
の
参
廷
義
務
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ

と
は
き
わ
め
て
自
然
な
成
行
き
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
改
め
て
解
説
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
、
こ
こ
で
は
こ

論

れ
ら
の
条
項
に
つ
い
て
二
つ
の
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

第
一
点
。
三
の
数
に
関
連
す
る
こ
の
一
・
二
・
一

1
四
に
は
、
「
裁
判
(
権
)
」
と
い
う
意
味
で
の

z
n
Z
の
語
は
現
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、

他
の
条
項
で
は
、
こ
れ
ら
自
由
人
の
参
廷
義
務
を
指
し
て
、

z
n
E
a
u
-
m
m
g
(直
訳
す
れ
ば
、
法

H
裁
判
を
培
い
育
て
る
)
と
い
う
表
現
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
も
、

z
n
Z
H
m
R
W
V
R
が
こ
こ
で
も
な
お
一
貫
し
た
主
題
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
点
。
こ
こ
に
は
、
こ
れ
ら
自
由
人
の
世
俗
裁
判
所
へ
の
参
廷
義
務
(
そ
れ
が
「
参
廷
権
」
と
し
て
の
側
面
を
も
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
)
が
、
あ
た
か
も
ア
イ
ゲ
ン
に
付
着
し
て
い
る
か
の
ご
と
き
、
叙
述
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
れ
を
も
っ
て

(
H
グ
ラ
l
フ
の
主
宰

す
る
正
規
お
よ
び
臨
時
の
裁
判
集
会
に
参
加
す
れ
ば
)
、
彼
等

(
H
参
審
自
由
人
)
は
ア
イ
ゲ
ン
を
、
そ
れ

(
H
ア
イ
ゲ
ン
)
が
す
べ
て
の
裁
判
集
会

(
参
加
義
務
)
(
a
E
m
)
か
ら
免
れ
る
よ
う
に
、
裁
判
官

(
H
グ
ラ
1
フ
)
に
対
し
て
解
放
し
た
こ
と
に
な
る
」
(
一
・
二
・
一
己
、
ま
た
、
「
プ
フ

レ
ー
ク
ハ
フ
テ
も
ま
た
、
彼
等
の
ア
イ
ゲ
ン
の
ゆ
え
に
(
ま
た
は
、
彼
等
の
ア
イ
ゲ
ン
に
も
と
づ
き
て
:
:
:
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
の
裁
判
集
会

(
島
ロ
閃
)
に
参
加
す
べ
き
義
務
が
あ
る
」
(
一
・
ニ
・
三
)
と
。

事
実
、
す
で
に
別
稿
で
論
じ
て
お
い
た
よ
う
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
は
ア
イ
ゲ
ン
を
、
い
わ
ば
そ
の
持
主
が
参
廷
義
務
を
果
た
す

た
め
の
物
質
的
基
礎
と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
ゴ

l
グ
ラ

l
フ
の
裁
判
集
会
に
参
加
す
べ
き
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の

(
H
ザ

(
幻
)

ク
セ
ン
の
)
ラ
ン
ト
内
に
は
い
か
な
る
ア
イ
ゲ
ン
を
も
持
た
な
い
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
(
了
二
・
四
)
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
三
種

の
自
由
人
の
参
廷
義
務
の
法
時
根
拠
は
、
依
然
と
し
て
骨
骨
身
か
そ
の
も
の
に
あ
る
こ
と
に
な
る
、
と
考
え
ざ
る
を
え
指
「
そ
の
物
質
的
基

礎
(
H
ア
イ
ゲ
ン
の
所
有
)
と
の
聞
に
は
一
定
の
ず
れ
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
ず
れ
ど
う
把
握
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
問
題
の
所
在
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
と
り
あ
え
ず
、
少
な
く
と
も
参
審
自
由
人
と

プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
の
両
身
分
に
つ
い
て
は
|
|
そ
し
て
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
こ
の
両
者
の
み
が
明
示
的
に
ア
イ
ゲ
ン

の
持
主
と
し
て
現
わ
れ
碍
』
|
|
、
小
小
小
〉
の
所
有
と
参
廷
義
務
(
あ
る
い
は
、
円
再
定
H
官
ユ
n
z
z
の
観
念
)
と
の
聞
に
密
接
な
つ
な
が
り
が

存
在
す
る
、

と
い
う
こ
と
だ
け
を
確
認
し
て
お
ち
た
い
。

四

ザクセンシュピーゲルにおける相続法の位置

次
に
、
七
の
数
に
関
す
る
一
二
ニ
に
移
る
。
た
だ
し
、
七
つ
の
世
に
関
す
る
同
条
一
は
i
|
!
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
世
界
像
を
問
題

に
す
る
場
合
に
は
重
要
な
意
味
を
も
ち
う
る
尚
)
|
|
、
本
稿
の
課
題
に
と
っ
て
は
い
わ
ば
同
条
二
と
三
へ
の
「
序
論
」
と
し
て
の
意
味
し
か

な
吋
)
の
で
省
略
し
、
本
節
で
は
、
直
ち
に
へ

1
ア
シ
ル
ト
に
関
す
る
一
・
三
・
二
を
検
討
す
る
。

(
一
)
こ
の
条
項
に
よ
れ
ば
、
第
一
の
へ

1
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
「
国
王
」
を
頂
点
と
し
て
、
以
下
、
「
司
教
・
修
道
院
長
・
修
道
尼
院
長
」

(
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
聖
界
諸
侯
」
)
が
第
二
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
、
「
世
俗
の
諸
侯
」
は
|
|
「
彼
等
が
司
教
の
家
臣
と
な
っ
て
以
来
」
(
一
つ
ラ
ン

ク
が
下
が
っ
て
)
|
i
第
三
の
そ
れ
、
「
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
」
が
第
四
の
そ
れ
、
「
参
審
自
由
人
L

お
よ
び
「
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
の
家
臣
L

が

第
五
の
そ
れ
、
「
彼
等
(
H
第
五
へ
l
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
者
)
の
家
臣
」
が
第
六
の
へ

1
ア
シ
ル
ト
を
持
っ
て
い
る
。
第
七
の
へ
!
ア
シ
ル
ト
に
つ

い
て
は
、
誰
が
そ
れ
を
持
つ
か
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
ず
、
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、

そ
れ
が
レ

1
ン
法
(
上
の
能
力
)
や
へ

i
ア
シ
ル
ト

を
持
ち
う
る
か
否
か
不
明
、

と
さ
れ
て
い
る
。

「へ

1
ア
シ
ル
ト
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
レ

l
ン
能
力
」

(
Z
E∞E
E
m
g
x
)
を
意
味
し
、
特
に

l

l
「
彼
等

(
H
世
俗
諸
侯
)
が

司
教
の
家
臣
と
な
っ
て
以
来
(
一
つ
ラ
ン
ク
が
下
が
っ
て
)
L

と
い
う
表
現
に
明
ら
か
な
よ
う
に
i
l
自
分
と
同
列
な
い
し
'
自
分
よ
り
下
位
の
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説

者
の
家
臣
に
な
る
と
、
自
分
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
(
主
君
よ
り
も
一
ラ
ン
ク
)
下
げ
る
結
果
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
へ

l
ア
シ
ル
ト
は
レ
ー

ン
法
上
の
「
身
分
(
序
列
)
」
と
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
右
の
一
二
子
ニ
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
れ
っ
き
と
し
た
レ

l
ン
法
上
の
規
定
で
あ

る
、
と
解
さ
れ
る
。

論

と
こ
ろ
で
、
こ
の
|
|
そ
れ
自
体
と
し
て
は
レ

l
ン
法
上
の
規
定
た
る

|
1
7
三
・
二
が
な
ぜ
よ
ン
ト
法
」
の
部
の
冒
頭
近
く
に

位
置
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
そ
こ
に
「
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
」
や
特
に
「
参
審
自
由
人
」
と
い
う
ラ
ン
ト
法
上
の
身
分
、
そ
れ
も
(
参

審
自
由
人
の
場
合
)
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
(
日
グ
ラ
l
フ
の
そ
れ
)
に
お
け
る
(
参
審
員
と
し
て
の
)
機
能
に
由
来
す
る
名
称
を
持
つ
身
分
、
が

登
場
し
て
く
る
の
か
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
年
来
の
疑
問
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
疑
問
を
解
く
鍵
も
、
実
は
、
前
節
ま
で
述
べ
て
き
た

吋

R
Z
H
「
裁
判
(
権
)
」
と
い
う
観
念
の
つ
な
が
り
の
中
に
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

(
二
)
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
・
レ

1
ン
法
六
九
・
八
は
、
「
:
:
:
国
王
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
首
に
関

す
る
お
よ
び
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
お
よ
び
レ

l
ン
に
関
す
る
裁
判
官
に
選
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
法

(-mE円
R
Z
)

は
彼

(
H
国
王
)
に
始
ま
り
を
持
つ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

-g可
R
Z
お
よ
び

-
s
z
n
Z
の
語

が
そ
れ
ぞ
れ
(
実
体
的
な
法
規
範
で
は
な
く
)
ラ
ン
ト
法
上
な
い
し
レ

l
ン
法
上
の
裁
判
権
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
バ
こ
の
条
項
に
よ
っ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
の
著
者
自
身
、
「
ラ
ン
ト
法
」
を
「
ア
イ
ゲ
ン
と
首

(
H
生
命
刑
を
科
せ
ら
れ
る

犯
罪
)
に
関
す
る
法

(
H
裁
判
権
)
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
。

お
よ
び
レ

l
ン
法

(-ggnZ)

ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
・
二
は
、
こ
の
レ

1
ン
法
六
九
・
八
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
表
現
で
始
ま
る
。
「
国
王
を
人
は
、
ア
イ
ゲ
ン
お
よ
び
レ

l
ン

に
関
す
る
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
人
の
生
命
に
関
す
る
裁
判
官
に
選
ぶ
」
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
つ
づ
く
。
「
皇
帝
(
H
国
王
)
は
し
か
し
、
す
べ

て
の
ラ
ン
ト
に
居
合
わ
せ
、
そ
し
て
常
時
す
べ
て
の
犯
罪
を
裁
く
こ
と
を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
諸
侯
に
グ
ラ

l
フ
職
を
、
そ
し
て
グ

ラ
l
フ
た
ち
に
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
を
封
与
す
る
」
と
。
次
の
三
・
五
二
・
三
は
、
こ
れ
を
承
け
て
、
「
首
に
関
す
る
お
よ
び
手
に
関
す
る
裁

北法38(5-6・1-66) 1102 



判
権
(
問
。
門
戸
n
y
Z
)
(
つ
ま
り
、

い
わ
ば
「
刑
事
(
な
い
し
流
血
)
裁
判
権
」
)
で
あ
る
レ

l
ン
は
、
第
四
の
手
へ
は
渡
る
べ
き
で
な
い
、

唱
r

・品守，
a

J

ふ
J
中

J
I
L

(
そ
れ
が
)
グ
ラ

l
フ
シ
ャ
フ
ト
内
の
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
に
(
渡
る
場
合
)
だ
け
は
格
別
で
あ
る
」
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
っ
て
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
|
|
ア
イ
ゲ
ン
お
よ
び
(
首
と
手
に
及
ぶ
)
犯
罪
に
関
す
る
い
わ
ば
「
公
的
」
な
裁
判

権
l
l
!
が
、
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
(
の

qwvg}OFロ
)
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
(
因
み
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
そ
の

も
の
に
も
】

g
g
m
mユ
吾
Z
と
い
う
表
現
が
出
て
く
お

γ
こ
の
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
で
あ
る
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
は
、
第
一
の
手
で
あ
る
国

王
に
発
し
、
第
二
の
手
で
あ
る
(
世
俗
)
諸
侯
を
経
て
、
原
則
と
し
て
は
第
三
の
手
で
あ
る
グ
ラ

l
フ
ま
で
、
さ
ら
に
い
わ
ば
例
外
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
た
上
で
、
第
四
の
手
で
あ
る
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
ま
で
封
与
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
が
渡
っ
て
く
る
こ
の
「
手
」
の
系
列
(
近
代
法
の
用
語
で
い
え
ば
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
「
審
級
序
列
」
)
を
、
前

ザクセンシュピーゲルにおける相続法の位置

述
一
・
三
・
二
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
第
一
の
手
で
あ
る
国
王
は
第
一
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
、
第
二
の
手
で
あ
る
(
世
俗
)

諸
侯
は
第
三
の
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
(
な
お
、
こ
こ
で
は
「
流
血
」
裁
判
権
が
問
題
な
の
で
、
聖
界
諸
侯
は
当
然
除
外
さ
れ
る
)
。
以
下
、
(
自
分
よ

り
も
上
位
の
者
か
ら
受
封
し
な
い
と
、
自
分
の
へ

1
ア
シ
ル
ト
が
下
が
っ
て
し
ま
う
か
ら
)
第
三
の
手
で
あ
る
グ
ラ
1
フ
は
(
原
則
と
し
て
)
第
四
へ

i

ア
シ
ル
ト
を
持
つ
フ
ラ
イ
エ
・
ヘ
レ
ン
層
に
、
ま
た
、
第
四
の
手
で
あ
る
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
は
(
原
則
と
し
て
)
第
五
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
参

審
自
由
人
層
に
属
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
、
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
へ

l
ア
シ
ル
ト
の
序
列
は
、
そ
れ
が
レ
ー

ン
法
上
の
規
定
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
レ

l
ン
法
上
の
規
定
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
裁
判
権
レ

l
ン
で
あ
る
ラ
ン
ト
法
上
の
裁

判
権
が
国
王
か
ら
下
り
て
く
る
階
梯
に
も
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
ラ
ン
ト
法
上
の
身
分
に
も
対
応
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
こ

と
を
抜
き
に
し
て
は
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
七
つ
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
に
つ
い
て
規
定
し
た
一
・
三
・
ニ
に
お
い
て
も
、
潜
在
的
に
は
、
「
序
言
」
に
始

ま
っ
た
話
。

Z
H
「
裁
判
(
権
)
」
と
い
う
主
題
が
な
お
一
貫
し
て
つ
づ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
・
三
・
二
は
、
決
し
て
七
の
数
に
関
連
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説

す
る
規
定
だ
か
ら
、
と
い
う
形
式
的
な
理
由
だ
け
で
そ
こ
に
位
置
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
へ

l
ア
シ
ル
ト
が
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判

権
の
「
審
級
序
列
」
の
前
提
で
も
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
三
つ
の
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
所
に
つ
い
て
規
定
し
た
一

に
位
置
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

-
二
・
二

1
四
の
直
後

E命

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
こ
の
一
・
三
・
二
は
第
七
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
が
レ

l
ン
法
(
上
の
能
力
)

や
へ
!
ア
シ
ル
ト
を
持
ち
う
る
か
否
か
」
不
明
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
条
項
で
は
、
誰
(
あ
る
い
は
、
い
か
な
る
身
分
の
者
)
が
第
七
の
へ

1

( 

ーー一、、--
ア
シ
ル
ト
を
持
っ
か
に
つ
い
て
、
(
第
六
の
そ
れ
の
場
合
と
同
じ
く
、
巾
5
5
S
H
「
彼
等
の
家
臣
」
の
二
語
を
書
く
だ
け
で
足
り
た
の
に
)
た
だ
の

一
言
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
事
の
序
に
、
右
に
述
べ
た
こ
と
を
手
が
か
り

に
し
て
、
長
年
多
く
の
学
者
を
悩
ま
せ
て
き
た
こ
の
難
問
に
挑
戦
し
て
み
た
い
。

こ
の
一
・
三
・
こ
に
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
参
審
自
由
人
が
第
五
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
へ

1

ア
シ
ル
ト
と
ラ
ン
ト
法
上
の
身
分
の
対
応
に
つ
い
て
の
先
ほ
ど
の
推
論
を
さ
ら
に
つ
づ
け
る
と
、
第
六
の
へ

1
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
の
は
(
原
則

と
し
て
)
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
、
第
七
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
(
は
ず
)
な
の
は
(
原
則
と
し
て
)
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
る
に
、
こ
の
ラ
ン
ト
、
ザ
ツ
セ
に
つ
い
て
は
、
あ
る
条
項
で
は
、
「
客
人
の
ご
と
く
に

(
E
m
g
z
m
当
日
目
。
)
来
て
は
去
り
、
そ
し
て
こ
の

(
H
ザ
ク
セ
ン
の
)
ラ
ン
ト
内
に
い
か
な
る
ア
イ
ゲ
ン
を
も
持
た
な
い
」
(
一
一
了
四
五
・
六
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
羽
)

ま
ず
、
こ
の
条
項
を
(
特
に
「
客
λ
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
て
〉
他
の
条
項
(
特
に
レ

l
ン
法
七
三
・
ニ
)
と
比
較
し
て
み
る
と
、
彼
等
は
、
自
由

人
で
あ
り
「
自
由
な
所
領
」
を
借
り
て
は
い
る
が
(
換
言
す
れ
ば
、
「
(
あ
る
領
主
の
)
所
領
に
生
ま
れ
つ
い
た
小
作
人
」
|
|
身
分
上
は
い
わ
ば
非

自
由
人
た
る
「
ラ
l
テ
L
I
-
-
で
は
な
い
も
の
の
、
や
は
り
)
「
小
作
人
」

2
5
5山
口
)
で
あ
る
、
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ

(
川
叫
)

ピ
l
ゲ
ル
は
「
小
作
人
」
と
「
家
臣
」
(
あ
る
い
は
「
小
作
地
」
と
「
レ

1
ン
」
)
を
(
原
則
的
に
は
)
峻
別
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
(
自
由

(“) 

な
)
小
作
人
」
た
る
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
が
、
「
騎
士
の
出
自
」
を
持
た
ず
、
し
た
が
っ
て
「
へ

l
ア
シ
ル
ト
」
を
持
た
な
い

(
H
い
わ
ゆ
る
「
封
建
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身
分
」
に
は
属
さ
な
い
)
と
さ
れ
て
も
、
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
が
寸
ア
イ
ゲ
ン
を
も
持
た
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
点
に
移
ろ
う
。
ア
イ
ゲ
ン
を
持
た
ぬ
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
は
、
|
|

右
の
解
釈
を
前
提
に
す
れ
ば

l

i
へ
l
ア
シ
ル
ト
を
も
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
三
種
の
自
由
人
中
ア
イ
ゲ
ン
を
持

つ
と
明
記
さ
れ
て
い
る
参
審
自
由
人
と
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
は
当
然
へ

1
ア
シ
ル
ト
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ア
イ
ゲ
ン
の
所

有
と
へ
!
ア
シ
ル
ト
(
日
レ

1
ン
能
力
)
の
聞
に
は
は
っ
き
り
し
た
対
応
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
う
一

ザクセンシュピーゲルにおける相続法の位置

っ
、
も
っ
と
重
要
な
対
応
関
係
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
ラ
ン
ト
法
上
の
(
「
公
的
」
な
)
裁
判
権
は
、
第
一
の
手
で
あ
る
国
王
に
発
し
、
第
三
の
手
で
あ
る
グ
ラ

l
フ
ま
で
、
さ

ら
に
(
例
外
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
上
で
)
第
四
の
手
で
あ
る
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
ま
で
封
与
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の

グ
ラ

1
フ
の
裁
判
集
会
に
は
参
審
自
由
人
が
、
ま
た
、
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
の
裁
判
集
会
に
は
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
が
参
廷
義
務
を
負
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
で
あ
る
ラ
ン
ト
法
上
の
(
「
公
的
」
な
)
裁
判
権
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
な

ら
び
に
す
べ
て
の
「
封
建
身
分
」

(
H
「
騎
士
の
出
自
」
と
「
へ

1
ア
シ
ル
ト
」
を
持
つ
者
)
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
が
参
加
す
べ
き
ゴ

l
グ
ラ
1
フ
の
裁
判
権
は
も
と
も
と
封
与
さ
れ
た
も
の
で
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ

は
も
と
も
と
裁
判
権
レ

l
ン
で
あ
る
「
公
的
な
」
裁
判
権
の
「
審
級
序
列
」
に
は
属
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
参
加
す
べ
き
ラ

ア
イ
ゲ
ン
を
持
た
ず
「
封
建
身
分
」
に
も
属
し
て
い
な
い
。
「
公
的
な
」
裁
判
権
(
あ
る
い
は
、

ン
ト
ザ
ッ
セ
は
、
右
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

「
国
家
」
と
言
っ
て
も
よ
い
)
は
、

そ
う
し
た
階
層
ま
で
直
接
に
把
握
し
よ
う
と
し
て
は
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
(
ア
イ
ゲ
ン
を
持
た
ず
「
封
建

身
分
L

に
属
さ
な
い
)
ラ
ン
ト
ザ
ッ
セ
は
(
「
公
的
な
」
裁
判
権
H
「
国
家
」
の
目
か
ら
見
れ
ば
)
そ
も
そ
も
「
(
少
な
く
と
も
能
動
的
な
)
国
家
構
成

員
」
に
は
数
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
が
第
七
の
へ

1
ア
シ
ル
ト
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
持
ち
う
る
か
否
か
不
明
と
し
、
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説

さ
ら
に
そ
れ
を
持
つ
(
は
ず
の
)
階
層
に
言
及
し
て
い
な
い
理
由
は
、
詮
じ
つ
め
る
と
結
局
、
こ
の
ご
方
に
お
け
る
)
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
H

「
封
建
身
分
」
(
H
「
へ

l
ア
シ
ル
ト
」
、
「
騎
士
の
出
自
」
の
持
主
)
と
(
他
方
に
お
け
る
)
ラ
ン
ト
法
上
の
(
「
公
的
な
」
)
裁
判
権
の
「
審
級
序
列
」

と
の
対
応
関
係
に
突
き
当
た
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

論

五

七
つ
の
ジ
ッ
ベ
(
H
血
族
あ
る
い
は
親
等
)
に
つ
い
て
規
定
し
た
一
・
三
・
三
は
、
早
く
も
前
節
で
論
じ
た
一
・
三
・
二
の
直
後
に
登
場
し

て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
の
条
項
の
あ
と
に
、
本
稿
の
課
題
と
直
接
に
関
連
す
る
一
群
の
「
相
続
法
」
的
諸
規
定
が
つ
づ
い
て
い
る
。
こ
の
条

一
つ
に
は
、
七
の
数
と
の
つ
な
が
り
で
そ
こ
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
(
一
・
三
・
二
末
尾
)
そ
の
も

一
群
の
「
相
続
法
L

的
諸
規
定
が
こ
の
一
・
三
・
三
に
ひ
か
れ
て
そ
こ
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
も
、
改
め
て
指
摘

項
が
、

すの
る に
ま明
でら
もか
あで
るあ
ま る
いaし。、，、

し
か
し
な
が
ら
、
前
節
ま
で
の
考
察
を
経
た
わ
れ
わ
れ
は
、

さ
ら
に
進
ん
で
、
こ
の
条
項
お
よ
び
そ
れ
に
導
か
れ
る
一
群
の
「
相
続
法
」

的
諸
規
定
は
、
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
そ
こ
に
位
置
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、

そ
れ
ら
の
諸
条
項
も
、
「
序
言
」
か
ら
一
・
三
・

こ
ま
で
一
貫
し
た
主
題
で
あ
っ
た

Z
n
z
u
「
裁
判
(
権
)
」
と
い
う
観
念
と
何
か
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
問
う
て
み
な
く
て
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
き
な
り
そ
の
問
題
に
取
り
か
か
る
の
は
難
し
い
の
で
、
本
節
で
は
、
(
お
お
む
ね
て
三
こ
ま
で
を
念
頭
に

お
い
て
、
逐
条
的
に
で
は
な
く
)
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
論
点
ご
と
に
若
干
の
予
備
的
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

一
・
六
・
一
は
、
「
い
か
な
る
財
産
を
持
っ
て
夫
(
な
い
し
人
)
が
死
亡
し
よ
う
と
、
そ
れ

(
H
そ
の
財
産
)
は
す
べ
て
遺
産
(
0
2
0
H

と
い
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
遺
産
」
(
H
何
が
相
続
の
対
象
と
な
る
か
)
に
つ
い
て
の
定
義
で
あ
る
。
そ
こ

( 

ー
) 

色
鉛
回
開
ユ
】
O
)
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で
は
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
特
に
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
考
察
し
て
い
る
(
お
お
む
ね
一
・
三
こ
ま
で
の
)
諸
条
項
に
お
い
て

も
、
明
示
的
に
、
「
遺
産
」
の
中
に
ア
イ
ゲ
ン
が
含
ま
れ
る
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
遺
産

|
|
総
じ
て
相
続

l
iに
関
す
る
条
項
が
同
時
に
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
条
項
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。

以
下
、
こ
こ
で
考
察
し
て
い
る
諸
条
項
中
、
「
ア
イ
ゲ
ン
」
の
語
が
現
わ
れ
る
も
の
を
検
討
し
て
い
く
と
、
ま
ず
一
・
一
二
・
一
と
二
は
、

い
ず
れ
も
ア
イ
ゲ
ン
か
ら
設
定
さ
れ
た
一
期
分
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
な
ぜ

i
l相
続
と
は
直
接
に
関
係
し
な
い

ザクセンシュピーゲルにおける相続法の位置

l
l
s
一
期
分
に
関
す
る
規
定
が
こ
の
「
相
続
法
L

的
規
定
群
の
中
に
位
置
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
に
先
行
す
る
一
・
二

0
・
一
と
二
、
同
条

八
と
九
が
モ
ル
ゲ
ン
ガ

l
ベ
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
一
つ
に
は
、
一
期
分
が
|
|
モ
ル
ゲ
ン
ガ

l
べ
と
同
じ
く

|
|
被
相
続
人
の
「
遺
産
L

に
は
属
さ
な
吋
「
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
杭
r

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
い
わ
ば
被
相
続
人
の
財

(MV 

産
の
本
体
で
あ
る
寸
遺
産
」
の
中
に
(
も
)
ア
イ
ゲ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

次
に
、
一
・
=
二
・
一
と
二
、
一
・
一
二
一
一
は
い
ず
れ
も
妻
の
財
産
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
(
夫
の
で
は
な
く
)
妻
の
ア
イ
ゲ
ン
に

つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
妻
の
持
つ
ア
イ
ゲ
ン
も
ま
た
、
一
期
分
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
一
つ
に
は
、
(
夫
の
)
「
遺
産
L

に
属
さ
な
い
、
と

い
う
文
脈
に
属
し
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
言
え
ば
、
妻
の
持
つ
ア
イ
ゲ
ン
は
そ
の
血
族
(
日

本
的
に
い
え
ば
、
「
実
家
」
)
か
ら
相
続
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
持
ち
う
る
妻
(
お
よ
び
そ
の
血
族
)
は
特

定
の
|
|
(
少
な
く
と
も
)
参
審
自
由
人
な
い
し
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
(
以
上
)
の
!
|
身
分
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
妻
と
結
婚
し
て
い
る
夫
も
、
通
常
は

(
H
そ
れ
が
身
分
違
い
の
結
婚
で
な
い
限
り
)
妻
と
同
等
出
生
身
分
に
属
し
、
妻
と
同
じ
く
ア
イ
ゲ
ン

の
持
主
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
残
っ
た
二
つ
の
条
項
の
う
ち
了
五
・
三
は
、
聖
職
者
(
に
な
っ
た
相
続
人
)
の
相
続
権
に
つ
い
て
、
「
聖
職
者
は
、
母
の
ゲ
ラ

l
デ

(
後
述
)
に
つ
い
て
は
姉
妹
と
同
じ
分
を
、
そ
し
て
下
小
小
〉
お
よ
び
(
普
通
の
)
畳
居
時
)
つ
い
て
は
兄
弟
と
閉
じ
分
を
取
得
す
る
」
と
し
、
ひ
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説

き
つ
づ
き
、
「
し
か
る
に
、
婦
人
が
一
人
の
聖
職
者
の
ほ
か
兄
弟
を
持
た
な
い
場
合
に
は
、
彼
女
は
遺
産
に
つ
い
て
も
ゲ
ラ

l
デ
に
つ
い
て
も

彼
と
同
じ
分
を
取
得
す
る
」
と
い
う
。
こ
の
後
段
の
「
遺
産
」
の
中
に
ア
イ
ゲ
ン
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
(
因
み
に
、
前
述
了

論

一
・
二
九
は

|
l先
行
す
る
了
二
八
が
相
続
人
噴
欠
の
場
合
の
動
産
の
帰
属
に
つ
い
て
定

め
た
の
を
承
け
て
|
|
l

い
わ
ば
「
不
動
産
」
相
続
権
の
「
消
滅
時
効
」
な
い
し
「
除
斥
期
間
」
に
つ
い
て
定
め
た
条
項
で
あ
る
が
、
そ
こ
で

は
「
ア
イ
ゲ
ン
お
よ
び
フ
1
フ
ェ
に
つ
い
て
ザ
ク
セ
ン
人
は
三

O
年
と
一
年
と
一
日
を
も
っ
て
沈
黙
に
よ
り
(
相
続
の
)
権
利
を
失
う
(
〈
2
・

∞
項
目
問
。
ロ
)
こ
と
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
右
の
よ
う
な
ス
テ
ッ
プ
を
追
っ
て
き
た
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
条
項
は
「
遺

産
」
に
は
当
然
ア
イ
ゲ
ン
が
含
ま
れ
る
と
明
示
的
に
述
べ
て
い
る
に
等
し
い
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

六
二
は
こ
の
直
後
に
位
置
し
て
い
る
)
。
ま
た
、

(
ニ
)
以
上
の
よ
う
に
、
「
遺
産
」
の
中
に
ア
イ
ゲ
ン
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
た
る
被
相
続
人
は
当
然
特

定
の
身
分

1
1
(少
な
く
と
も
)
参
審
自
由
人
お
よ
び
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
ー
ー
ー
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

事
実
、
こ
の
「
相
続
法
」
的
規
定
群
の
中
に
は
、
「
(
普
通
の
)
遺
産
L

と
は
区
別
さ
れ
た
「
へ

l
ア
ゲ
ヴ
ェ

l
テ
」
に
関
す
る
条
項
が
い
く

つ
か
存
在
す
る
。
へ

l
ア
ゲ
ヴ
ェ

l
テ
と
は
、
特
に
馬
や
武
器
・
武
具
を
中
心
に
し
て
、
男
性
の
み
が
日
常
用
い
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
相
続
に
つ
い
て
、
一
・
二
七
・
二
は
次
の
よ
う
に
明
記
し
て
い
る
。
「
騎
士
の
出
自
を
持
つ
あ
ら
ゆ
る
男
は
(
:
:
:
)
一
一
様
の
仕
方
で
相

続
さ
せ
る
。
(
普
通
の
)
遺
産
は
、
誰
で
あ
ろ
う
と
最
近
親
に
、
そ
し
て
へ

l
ア
ゲ
ヴ
ェ

l
テ
は
、
最
近
の
剣
親
に
。
い
か
な
る
男
で
あ
れ
騎

士
の
出
自
を
持
た
な
い
者
は
、
彼
の
と
こ
ろ
で
へ

l
ア
シ
ル
ト
が
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
死
亡
す
る
と
き
、
彼
の
(
死
)
後
に
取

へ
1
ア
ゲ
ヴ
ェ

1
テ
は
遣
さ
な
い
L

と
。
す
な
わ
ち
、
へ

l
ア
ゲ
ヴ
ェ

1
テ
を
持
ち
う

得
さ
れ
る
べ
き
(
普
通
の
)
遺
産
を
遣
す
け
れ
ど
も
、

る
の
は
騎
士
の
出
白
川
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
者
(
H
「
封
建
身
分
」
に
属
す
る
者
)
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
ま
た
、
「
ゲ
ラ

l
デ
」
に
関
す
る
条
項
も
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
。
ゲ
ラ

l
デ
と
は
、
装
身
具
や
衣
服
、
寝
台
や

寝
具
な
ど
を
中
心
と
し
た
女
性
専
属
の
日
常
用
品
の
こ
と
で
あ
る
抗
「
こ
れ
に
つ
い
て
は
そ
の
持
主
が
「
騎
士
の
出
自
を
持
つ
」
と
は
明
記
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さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
「
指
輪
、
腕
輪
、
髪
飾
、
詩
篇
、
礼
拝
用
の
あ
ら
ゆ
る
書
物
」
が
数
え
ら
れ
て
い
る
。

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
指
輪
、
腕
輪
、
髪
飾
」
な
ど
の
装
身
具
は
「
金
や
銀
」

そ
の
中
に
は
、

「
細
工
さ
れ
て
い
な
い
金
や
銀
L

は
ゲ
ラ

l
デ
に
属
さ
な
い
、

で
で
き
て
い
る
公
算
が
大
き
い
。
さ
ら
に
、
当
時
書
物
そ
の
も
の
が
き
わ
め
て
高
価
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
(
か
り
に
単
な
る
装
飾
品
と
し

て
で
あ
れ
)
「
詩
篇
や
礼
拝
用
の
書
物
」
を
身
辺
に
置
く
女
性
と
し
て
は
、
(
農
民
で
は
な
く
)
ま
ず
寸
騎
士
の
出
自
」
を
持
つ

(
H
寸
封
建
身
分
」

に
属
す
る
)
女
性
を
考
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

こ
れ
ら
の
特
別
な
遺
産
に
関
す
る
条
項
が
(
主
に
)
騎
士
の
出
自
H

へ
l
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
者
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
を
も
含
む
「
遺
産
」
(
全
体
)
に
関
す
る
条
項
に
つ
い
て
も
同
様
な
推
定
が
働
く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
前
節
・
(
二
)

に
お
け
る
考
察
に
よ
れ
ば
、
こ
の
騎
士
の
出
自
H
へ
l
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
者
(
H
い
わ
ゆ
る
「
封
建
身
分
」
に
属
す
る
者
)
は
、
ア
イ
ゲ
ン
の
持

ザクセンシュピーゲルにおける相続法の位置

主
(
少
な
く
と
も
参
審
自
由
人
・
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
以
上
の
身
分
の
者
)

と
も
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
相
続
法
」
的
規
定
群
の
中
に
は
、
モ
ル
ゲ
ン
ガ
1
べ
に
関
し
て
、
「
騎
士
の
出
自
を
持
た
な
い
」
夫
が
そ
れ
を
与
え
る

場
合
も
含
ま
れ
て
は
い
る
r

し
か
し
そ
れ
は
、
直
前
の
「
騎
士
の
出
自
を
持
つ
者
」
に
つ
い
て
の
規
忠
)
を
念
の
た
め
に
裏
か
ら
駄
目
押
し
し

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
、
(
ア
イ
ゲ
ン
を
持
た
ぬ
)
寸
小
作
人
」
(
身
分
上
は
、
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
か
非
自
由
人
た
る
ラ
1
テ
)
の

た
も
の
、

相
続
に
つ
い
て
は
、
「
小
作
人
は
、
誰
で
あ
っ
て
も
、
小
作
地
の
上
に
あ
る
彼
の
建
物
を
彼
の
相
続
人
に
相
続
さ
せ
る
」
(
二
・
一
二
・
こ
と

け

に

ん

い
う
規
定
が
別
に
あ
り
、
ま
た
、
(
い
わ
ゆ
る
「
内
部
ア
イ
ゲ
ン
」
し
か
持
た
ぬ
)
「
家
人
」
(
も
と
も
と
は
、
体
僕
H

不
自
由
人
)
の
相
続
に
つ
い
て

も
、
「
家
人
は
、
自
由
人
と
同
じ
く
、
ラ
ン
ト
法
に
従
っ
て
相
続
さ
せ
る
し
遺
産
を
取
得
す
る
、
た
だ
し
彼
等

(
H
家
人
)
は
、
彼
等
の
主
君

の
権
力
の
外
で
相
続
さ
せ
る
こ
と
も
遺
産
を
取
得
す
る
こ
と
も
な
い
」
(
三
・
八
了
二
)
と
い
う
規
定
が
別
に
あ

M
r
「
小
作
人
」
や
「
家
人
」

の
相
続
に
つ
い
て
こ
う
し
た
規
定
が
別
個
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
寸
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
冒
頭
近
く
に
あ
る
「
相
続
法
」
的
諸
規
定
が
、
(
主

に
)
騎
士
の
出
自
H

へ
1
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
者
、
つ
ま
り
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
傍
証
に
な
る
の
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説

(ω} 

で
は
あ
る
ま
い
か
。

論

(
=
一
)
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
相
続
法
」
的
規
定
群
の
中
に
は
、
直
接
ま
た
は
間
接
に
、

z
n
Z
H
「
(
各
人
生
得
の
)
法
」
に
触
れ
た
条
項
が
い

く
つ
か
見
出
さ
れ
る
。
な
ぜ
こ
れ
ら
の
条
項
が
「
相
続
法
」
的
規
定
群
の
中
に
鐘
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
、
「
(
各
人
生
得
の
)
法
」
が
1
ー
ー
そ
の
点
で
は
「
遺
産
」
と
同
じ
く
|
|
父
(
ま
た
は
き
か
ら
子
へ
と
継
承
さ
れ
る
か
ら
、

と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
一
・
一
六
・
ニ
は
述
べ
て
い
る
、
「
子
が
自
由
で
か
つ
真
正

(
R
Z
)
(
H摘
出
)
で
あ
る
な
ら
ば
、
子
は
父
の
法
を
取

得
す
る
。
し
か
る
に
、
父
ま
た
は
母
が
家
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
子
は
彼
が
そ
れ
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
よ
う
な
法
を
取
得
す
る
L

と
。
し
か

し
、
そ
の
こ
と
だ
け
が
、
「
(
各
人
生
得
の
)
法
」
が
「
相
続
法
」
的
規
定
群
の
中
に
現
わ
れ
る
理
由
で
は
な
い
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
こ
の
意

味
で
の
「
法
」
が
、
相
続
人
が
「
遺
産
」
を
取
得
す
る
た
め
の
(
あ
る
い
は
、
現
代
風
に
い
え
ば
、
彼
の
「
相
続
権
」
の
)
要
件
と
な
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
一
・
五
・
二
は
、
「
(
未
婚
の
)
婦
人
は
、
彼
女
の
肉
体
の
純
潔
を
汚
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
婦
人
と
し
て
の
名
誉
を
損
う
こ

と
は
あ
る
が
、
彼
女
は
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
の
法
令

2
Z
)
を
、
ま
た
彼
女
の
遺
産
を
も
、
失
う
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
「
法
」

(
の
喪
失
)
が
「
相
続
権
」
(
の
喪
失
)
と
ほ
と
ん
ど
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

-g円
R
Zお
よ
び

E
E
Zの
冒
と
い
う
合
成
語
が
現
わ

れ
る
一
・
二
五
・
二

1
四
は
、
直
接
に
は
修
道
士
の
(
レ
l
ン
法
上
お
よ
び
ラ
ン
ト
法
上
の
)
法
的
地
位
を
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
先

行
す
る
了
二
五
・
一
は
「
(
普
通
の
)
聖
職
者
は
(
遺
産
を
)
兄
弟
と
分
け
る
が
、
修
道
士
は
そ
う
し
な
い

(
H
遺
産
を
兄
弟
と
分
け
な
い
ご
と

し
て
い
る
か
ら
、
同
条
二

1
四
の

-g吋
R
Z
や

E
E
Z
n
Z
が
、
具
体
的
に
は
主
と
し
て
レ

l
ン
法
上
な
い
し
ラ
ン
ト
法
の
「
相
続
権
」
を
念

頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
相
続
法
」
的
規
定
群
の
中
に
は
、

2
g
σ
2
2与
(
H
与
gσ
ロ
Em)
の
語
が
現
わ
れ
る
条
項
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。

お
よ
び
娘
の
子
は
、
父
、
母
、
兄
弟
、
姉
妹
に
先
ん
じ
て
遺
産

こ
の
う
ち
一
・
一
七
・
一
は
、
次
の
よ
う
に
明
言
し
て
い
る
。
「
息
の
(
子
)
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け
だ
し
、
同
等
出
生
身
分
の
直
系
卑
属
親
が
い
る
限
り
、
そ
れ

(
H
遺
産
)
が
直
系
卑
属
親
か
ら
外
に
行
か
な
い
(
よ
う
に
す

る
)
た
め
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
誰
で
あ
れ
他
の
者
と
同
等
出
生
身
分
で
な
い
者
は
、
彼

(
H
被
相
続
人
)
の
遺
産
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
」
と
。
つ
ま
り
、
「
同
等
出
生
身
分
」
で
あ
る
こ
と
は
、
(
血
縁
上
同
じ
位
置
に
あ
る
他
の
相
続
人
と
)
同
じ
「
相
続
権
」
を
持
つ
た
め
の
要

件
な
の
で
あ
り
、
こ
の
語
は
、
表
現
こ
そ
別
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
「
同
じ
法
を
持
つ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
「
相
続
法
L

的
規
定
群
の
中
に
は
、
「
後
見
人
」
に
つ
い
て
定
め
た
条
項
が
こ
つ
ほ
ど
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
項
で
は
、
「
未
成

熟

(
H
一
二
歳
未
満
)
の
息
」
お
よ
び
「
寡
婦
L

の
後
見
人
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
後
見
人
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も

な
く
、
彼
等
が
(
ま
だ
)
完
全
な
「
法
」
を
持
っ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
一
人
で
は
そ
れ
を
行
使
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
、
「
後
見
人
」
に
関
す
る
条
項
も
、
間
接
的
に
は
(
あ
る
い
は
、
欠
如
態
に
お
い
て
で
あ
る
が
)
被
後
見
人
の
「
法
」
に
つ
い
て
論
じ
て

を
取
得
す
る
、

ザクセンシュピーゲルにおげる相続法の位置

い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
「
後
見
人
」
に
関
す
る
条
項
の
う
ち
、
「
未
成
熟
の
息
」
の
後
見
人
は
、
息
に
代
っ
て
へ

1
ア
ゲ
ヴ
ェ
!
テ
や
そ
の
他
の
遺
産
を
こ

旦
)
取
得
し
、
息
が
成
熟

(
H
一
一
一
歳
)
に
達
し
た
と
き
に
そ
れ
を
返
還
す
る
、
と
い
う
形
で
「
相
続
」
に
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
「
寡
婦
の

後
見
人

(
H
彼
女
の
(
最
近
)
最
年
長
の
剣
親
)
は
、
|
|
寡
婦
は
夫
の
遺
産
を
相
続
し
な
い
か
ら
|
|
(
亡
夫
の
遺
産
の
)
相
続
と
は
ま
っ
た

く
関
係
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
先
に
触
れ
た
妻
の
財
産
に
関
す
る
条
項

h
H
「
夫
婦
財
産
法
」
)
も
、
基
本
的

に
は
、
婚
姻
中
、
'
夫
が
妻
の
全
財
産
を
「
彼
の
法
定
後
見
人
た
る
の
地
位
に
も
と
づ
く
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
(
H
管
理
権
)
の
中
に
取
得
す
る
」
こ
と

を
定
め
た
も
の
で
あ
る
悩
「
こ
う
し
た
夫
の
「
法
定
後
見
人
た
る
の
地
位
」
は
、
「
(
た
と
え
あ
る
夫
が
彼
の
妻
と
同
等
配
合
身
分
で
な
く
と
も
)

彼
は
彼
女
の
後
見
人
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
女
が
彼
の
臥
床
の
中
に
入
る
と
き
、
彼
女
は
:
:
:
彼
の
法
の
中
に
入
る
」
(
一
・
四
五
・
こ
こ
と
の

帰
結
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
妻
の
「
法
」
と
こ
そ
は
関
係
し
て
い
る
も
の
の
、
相
続
と
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
は
、
(
夫
が
妻
の
遺
産
を
相
続
す

る
こ
と
も
な
い
か
ら
)
明
白
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(
四
)
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
こ
で
考
察
し
て
い
る
「
相
続
法
」
的
規
定
群
の
主
題
は
実
は
む
し
ろ
|
|
特
に
そ
の
継
承
を
中

心
に
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
は
限
ら
れ
ず
|
|
ア
イ
ゲ
ン
と
(
特
に
自
由
人
な
い
し
「
封
建
身
分
」
生
得
の
)
法
で
あ
る
、
と
把
握
す
べ
き

こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
理
解
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
寸
相
続
法
」
的
規
定
群
と
そ
れ
以
降

(
H
了
三
・

三
以
下
)
の
条
項
と
の
つ
な
が
り
も
き
わ
め
て
な
だ
ら
か
な
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
課
題
は
も
と
も
と
、
こ
れ
ら
「
相
続
法
」
的
規
定
群
と
法
H
「
裁
判
(
権
)
」
と
の
つ
な
が
り
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
今
や
こ
の
課
題
を
、
ア
イ
ゲ
ン
や
(
各
人
生
得
の
)
法
が
裁
判
(
権
)
と
い
か
な
る
か
か
わ
り
を
も
つ
か
、
と
い
う
問
題

に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
「
相
続
法
」
的
規
定
群
中
、
本
節
で
は
留
保
し
て
お
い
た
若

論

干
の
条
項
の
考
察
に
移
り
た
い
。

回晶圃

/、

本
節
で
は
、
前
節
で
留
保
し
て
お
い
た
四
つ
の
条
項
(
一
・
六
・
五
、
一
・
七
、
一
・
八
・
一
と
二
)
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

(
一
)
ま
ず
一
・
六
・
五
は
、
「
そ
の
者

(
H
相
続
人
)
が
自
ら
負
っ
て
い
る
債
務
に
つ
い
て
、
人

(
H
債
権
者
)
は
彼
(
H
債
務
者
)
を
(
証
人

に
よ
っ
て
)
承
服
さ
せ
る
こ
と
を
要
し
な
い
、
彼

(
H
債
務
者
)
は
そ
れ
に
つ
い
て
承
認
す
る
か
ま
た
は
否
認
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
。

こ
の
条
項
が
、
先
行
す
る
一
・
六
・
二
(
被
相
続
人
が
負
っ
て
い
た
債
務
)
や
一
・
六
・
四
(
人
が
被
相
続
人
に
対
し
て
負
っ
て
い
た
債
務
)
を

承
け
て
、
|
|
「
債
務
」
と
い
う
観
念
連
想
か
ら

l
l念
の
た
め
に
相
続
人
自
身
が
負
っ
て
い
た
債
務
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
と
し
た
も

と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
条
項
は
、
相
続
人
の
債
務
に
限
ら
ず
、
債
務
一
般
に
つ
い
て
妥
当
す
る
内
容
と

そ
れ
に
つ
づ
く
一
・
七
は
、
「
誰
で
あ
れ
何
か
を
保
証
し
ま
た
は
約
定
す
る
者
は
:
:
:
」
と
い
う
書
き
出
し
で
、

の
で
あ
る
、

な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
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一
般
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
債
務
一
般
や
契
約
一
般
は
、
直
接
に
は
相
続
と
は
伺
の
関
係
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
前
節
で
考
察
し
た
諸
規
定
を

単
に
「
相
続
法
」
的
規
定
群
と
見
る
立
場
か
ら
は
、
こ
の
一
・
六
・
五
か
ら
(
「
債
務
法
」
な
い
し
「
契
約
法
」
へ
の
)
「
逸
脱
」
が
始
ま
る
、
と

解
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
あ
ら
か
じ
め
一
言
し
て
お
く
と
、
本
節
で
の
課
題
は
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
問
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
・

六
・
五
以
下
の
四
条
項
は
果
た
し
て
単
な
る
「
逸
脱
」
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
と

0

2
ご
次
に
、
こ
の
間
に
答
え
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
(
で
き
る
だ
け
逐
語
訳
に
近
い
形
で
)
一
・
七
と
一
・
八
・
一
の
全
訳
を
掲
げ
て

わ
ば
「
契
約
」

お
く
。

ザクセンシュピーゲルにおける相続法の位置

(
一
・
七
)
「
誰
で
あ
れ
何
か
を
保
証
し
ま
た
は
約
定
す
る
者
は
、
そ
れ
を
支
払
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
何
で
あ
れ
彼
が
約
束
す
る
こ
と

を
、
彼
は
固
く
守
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
そ
の
後
そ
れ
に
つ
き
否
認
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
彼
(
単
独
)
の
宣
誓
を
も
っ

て
そ
れ
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
(
そ
れ
が
)
彼
が
裁
判
所
の
前
で

(
H
法
廷
で
)
結
ん
だ
も
の
で
な
い
な
ら
ば
。
し
か
し
、
何
で
あ
れ
彼

が
裁
判
所
の
前
で

(
H
法
廷
で
)
約
束
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
は
二
人
の
者

(
H
証
人
)
を
も
っ
て
彼
を
承
服
さ
せ
る
(
こ
と
が
で
き

る
)
の
で
あ
り
、
ま
た
裁
判
官
は
(
そ
の
際
)
第
一
ニ
(
の
証
人
)
に
な
る
べ
き
で
あ
る
」
。

(
一
・
八
・
二
「
人
が
し
か
し
ア
イ
ゲ
ン
を
譲
渡
し
、
ま
た
は
ア
イ
ゲ
ン
を
質
入
す
る
(
場
合
)
、
あ
る
い
は
、
あ
る
者
を
彼
の
法
に
つ
き
、

ま
た
は
彼
の
生
命
に
つ
き
、
ま
た
は
彼
の
健
康
に
つ
き
(
証
人
に
よ
り
)
承
服
さ
せ
よ
う
と
欲
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
裁
判
所
の
前
で
(
H

法
廷
で
)
約
定
し
て
い
た
こ
と

(
H
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
や
質
入
)
ま
た
は
彼
か
ら
(
判
決
を
も
っ
て
)
剥
奪
さ
れ
て
い
る
も
の

(
H
彼
の
法
、
生
命
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
裁
判
官
が
、
彼
の
た
め
に
判
決
を
発
見
す
る
人
々

(
H
参
審
員
)
(
六
人
)
と
自
分
と
も
七
人
で
証
人
に
な
ら
な
く

健
康
)
、

て
は
な
ら
な
い
」
。

(
三
)
こ
れ
ら
の
条
項
、
特
に
一
・
八
・
一
の
論
旨
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
情
念
の
た
め
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説

以
下
に
、
私
の
理
解
に
従
っ
て
両
条
項
の
論
旨
を
要
約
し
て
お
く
。

論

ま
ず
、
一
・
七
に
よ
れ
ば
、
「
契
約
」
は
固
く
守
る
べ
き
が
大
原
則
で
あ
る
が
、
一
方
の
当
事
者
が
後
に
そ
れ
を
否
認
し
よ
う
と
す
れ
ば
単

独
の
(
否
認
)
宣
誓

(
H
一
)
を
も
っ
て
足
り
、
相
手
方
は
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
の
法
的
手
段
を
持
た
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
寸
契
約
」
が

法
廷
外
で
結
ぼ
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
法
廷
で
結
ぼ
れ
た
「
契
約
」
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
と
二
人
の
証
人
、
都
合
三
人
の
証
人
に

よ
っ
て
、
こ
う
し
た
(
一
方
的
な
)
否
認
な
い
し
撤
回
を
却
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
が
い
わ
ば
「
契
約
」
の
「
法
的
(
H
裁
判
所
に
よ
る
)

保
護
」
の
一
般
的
な
ル

1
ル
で
あ
る
。

ア
イ
ゲ
ン
の
法
廷
譲
渡
(
m
q
-
n
y
E
n
y
o
〉
丘
U
Eロ
ロ
肉
)
(
お
よ
び
、
そ
れ
に
準
ず
る
法
廷
に
お
け
る
ア

イ
ゲ
ン
の
質
入
'
|
|
た
だ
し
、
以
下
に
お
い
て
は
、
質
入
の
こ
と
は
省
略
す
る
)
と
(
判
決
に
よ
る
)
法
の
喪
失
に
つ
い
て
特
例
を
定
め
た
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
廷
で
ア
イ
ゲ
ン
譲
渡
の
「
契
約
」
を
結
ん
だ
者
、
あ
る
い
は
、
犯
罪
を
犯
し
て
生
命
刑
(
な
い
し
切
断
刑
)
の
判
決
を

受
け
、
法
廷
で
法
の
喪
失
を
宣
告
さ
れ
た
者
が
、
後
に
こ
う
し
た

(
H
法
廷
譲
渡
や
法
の
喪
失
の
)
事
実
を
否
認
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
相
手
方

が
こ
れ
に
対
抗
す
る
に
は
(
裁
判
官
と
も
三
人
と
い
う
証
人
で
は
足
り
ず
)
、
裁
判
官
と
六
人
の
参
審
員
、
都
合
七
人
の
証
人
に
よ
る
立
証
が
必

要
に
な
る
。
因
み
に
、
こ
の
(
裁
判
官
と
六
人
の
参
審
員
に
よ
る
)
立
証
方
法
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
現
わ
れ
る
証
明
手
続
中
最
も
重

い
も
の
で
あ
る
。

一
・
八
・
一
は
、
こ
れ
を
承
け
て
、

以
上
が
私
の
理
解
す
る
両
条
項
の
要
旨
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
一
見
し
た
だ
け
で
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
惹
く
こ
と
が
三
つ
あ
る
。
第
一
に
、

一
・
八
・
一
に
「
ア
イ
ゲ
ン
」
と
「
(
各
人
生
得
の
)
法
」
が
一
周
を
並
べ
て
登
場
す
る
こ
と
(
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
一
・
八
・
一
は
、
前
節
で
考

察
し
た
「
相
続
法
的
」
規
定
群
と
主
題
を
共
に
し
て
い
る
こ
と
)
。
第
二
に
、
こ
れ
ら
の
両
条
項
に
は
、
文
言
上
は
一
・
二
・
一

1
四
い
ら
い

質
的
に
は
一
・
三
・
二
い
ら
い
)
は
じ
め
て
、
「
裁
判
官
」
お
よ
び
「
裁
判
所
」
が
姿
を
現
わ
す
こ
と
(
因
み
に
、
「
ア
イ
ゲ
ン
と
(
各
人
生
得
の
)

法
」
と
「
裁
判
権
」
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
前
節
で
は
ま
だ
果
た
さ
れ
て
い
な
い
わ
れ
わ
れ
の
課
題
で
あ
っ
た
)
。
第
三
に
、
こ
こ
で
は
、
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証
明
手
続
(
い
う
ま
で
も
な
く
、
裁
判
手
続
の
一
局
面
)
に
つ
い
て
、
再
び
一

(
H
単
独
の
宣
誓
)
・
二

(
H
二
種
類
の
契
約
)
・
三

(
H
三
人
の
証
人
)

-
七

(
H
七
人
の
証
人
)
と
い
う
数
の
系
列
に
従
っ
て
叙
述
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
以
上
の
三
つ
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
点

が
何
に
由
来
し
、
何
を
意
味
す
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。

(
四
)
ま
ず
、
な
ぜ
こ
れ
ら
の
条
項
に
「
裁
判
官
」
や
「
裁
判
所
」
が
現
わ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
な
ぜ
「
裁
判
所
」
は
特
に
「
ア
イ
ゲ

ン
の
譲
渡
L

と
「
(
各
人
生
得
の
)
法
」
に
つ
い
て
深
い
関
心
を
抱
く
の
か
、
を
問
う
て
み
よ
う
。

本
稿
三
・
(
二
)
で
も
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
。
サ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
は
ア
イ
ゲ
ン
を
い
わ
ば
参
廷
義
務
を
果
た
す
た
め
の
物
質
的
基

礎
と
捉
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
ア
イ
ゲ
ン
の
所
有
と
裁
判
所
の
構
成
の
聞
に
は
密
接
不
可
分
の
関
係
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た

ザクセンシュピーゲルにおける相続法の位置

前
提
に
立
つ
限
り
、
持
主
が
ア
イ
ゲ
ン
を
譲
渡
し
て
そ
れ
(
少
な
く
と
も
そ
の
す
べ
て
)
を
失
う
こ
と
は
、
裁
判
所
自
身
の
存
立
基
盤
を
掘
り

崩
す
こ
と
に
な
る
。
裁
判
所
が
「
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
」
に
特
別
な
関
心
を
抱
く
の
は
む
し
ろ
当
然
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
(
た
だ
し
、
す
で
に

別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
裁
判
所
は
ア
イ
ゲ
ン
の
相
続
に
は
|
|
相
続
人
畷
欠
の
場
合
を
除
い
て
ー
ー
い
っ
さ
い
関
与
し
な
い
し
、
ア
イ
ゲ
ン

の
譲
渡
に
つ
い
て
も
1

1
「
相
続
人
の
承
諾
」
と
並
ん
で
|
|
「
法
廷
(
に
お
け
る
)
譲
渡
」
が
求
め
ら
れ
る
だ
け
で
、
「
裁
判
官
の
許
可
」
ま
で
は
要
し

な
い
)
。

一
・
八
・
一
で
こ
の
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
と
並
ん
で
現
わ
れ
る
「
法
の
喪
失
」
は
、
本
節
・
(
三
)
に
略
述
し
た
よ
う
に
、

い
わ
ば
「
刑
事
訴

訟
」
の
帰
結
と
し
て
裁
判
所
自
身
が
宣
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
が
そ
れ
に
重
大
な
関
心
を
抱
く
理
由
に
つ
い
て
は
、

改
め
て
説
明
を
加
え
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
念
の
た
め
、

z
n
Z
(巾
)-g(お
よ
び
、
そ
れ
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る

R
Z
Z凹・

5
R宮
)
の
語
を
手
が
か
り
に
し
て
、
(
「
刑
事
訴
訟
」
の
帰
結
と
し
て
法
廷
で
)
「
法
の
喪
失
」
を
宣
告
さ
れ
た
者
が
具
体
的
に
何
を
失
う
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
関
す
る
所
見
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
窃
盗
・
強
盗
な
ど
の
犯
罪
を
犯
し
て
判
決
に
よ
っ
て

znzszmと
宣
告
さ
れ
た
者
か
ら
は
、

ア
イ
ゲ
ン
と
レ

1
ン
が
剥
奪
さ
れ
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説

て
い
る
(
こ
の
場
合
、
ア
イ
ゲ
ン
は
国
王
の
権
力
に
帰
属
す
る
が
、
相
続
人
は
一
年
と
一
日
以
内
に
そ
れ
を
国
王
の
権
力
か
ら
引
戻
す
こ
と
が
で
き
る
)
。

論

彼
等
は
そ
れ
以
後
も
は
や
真
正
な
(
H
嫡
出
の
)
子
を
儲
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
(
こ
の
場
合
、
子
も
ま
た

E
R
Zに
生
ま
れ
た
者
と
し
て

Bnz-s

に
な
る
)
。
彼
等
が
再
び
窃
盗
や
強
盗
(
な
ど
)
の
貴
に
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
彼
等
は
(
否
認
な
い
し
潔
白
の
)
宣
誓
を
も
っ
て
そ
の
責
を
免
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
(
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
彼
等
は
、
「
神
判
」
に
服
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
「
職
業
的
」
決
闘
人
と
戦
っ
て
身
の
証
し
を
立
て
る
こ

(
m別
}

と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
)
。
ま
た
彼
等
は
、
訴
訟
に
際
し
で
も
ま
た
決
闘
に
際
し
で
も
、
後
見
人
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
(
す
な
わ
ち
、
自

(
川
町
)

ら
訴
訟
や
決
闘
を
遂
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
)
。
彼
等
に
は
一
応
(
か
ら
か
い
な
い
し
見
せ
か
け
の
)
購
罪
金
(
日
二
つ
の
答
と
一
つ
の
鉄
)
が
定

め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
彼
等
は
人
命
金
を
持
っ
て
い
な
い

(
た
だ
し
、
彼
等
に
対
し
て
傷
害
・
強
盗
・
殺
人
な
ど
を
犯
し
た
者
は
「
平
和
の
法
」
に

よ
っ
て
裁
か
れ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
「
(
平
和
の
)
法
」
の
保
護
は
彼
等
の
上
に
も
及
ん
で
い
る
)
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
「
法
の
喪
失
」
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
完
全
な
無
権
利
な
い
し
無
保
護
の
状
態
に
置
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
等

の
参
廷
義
務
の
物
質
的
基
礎
で
あ
っ
た
ア
イ
ゲ
ン
(
と
家
臣
た
る
の
地
位
の
物
質
的
基
礎
で
あ
っ
た
レ

l
ン
)
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
彼
等
は
、
参
廷
義
務
を
も
参
廷
権
を
も
持
た
な
く
な
る
、
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
(
自
ら
が
傷
害
・
強
盗
な
ど
の
「
暴
力
犯
罪
」

の
被
害
者
と
な
っ
た
場
合
を
除
い
て
)
原
告
と
な
っ
て
法
廷
で
自
分
の
「
権
利
」
を
主
張
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
被
告
の
立
場
に
立
た
さ
れ
た
と

き
特
定
の
(
い
わ
ば
特
権
的
な
)
防
禦
手
段
(
特
に
宣
誓
と
決
闘
)
を
用
い
て
自
分
の
「
権
利
」
な
い
し
自
分
自
身
を
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
。
こ
の
点
、
否
認
宣
誓
な
い
し
潔
白
の
宣
誓
を
お
こ
な
う
こ
と
を
指
し
て
、
時
に
「
彼
の
法

(gnZ)
を
敢
え
て
お
こ
な
う
」
と
言

(
肌
}

わ
れ
て
い
る
の
は
、
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
「
(
各
人
生
得
の
)
法
」
が
法
廷
に
お
け
る
否
認
宣
誓
な
い
し
潔

白
の
宣
誓
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
の
証
し
を
立
て
る
「
権
利
」
)
と
等
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
(
各
人
生
得
の
)
法
」
を
喪
失
し
た
者

が
同
時
に
こ
の
意
味
で
の
「
法
」
を
も
失
う
と
す
れ
ば
、

z
n
V沖
合
同
)
}
。
∞
の
本
属
は
む
し
ろ
「
裁
判
能
力
の
喪
失
」

(mq-nygc丘
町
田
町
応
)
に
あ

る
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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(
五
)
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
が
「
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
」
と
「
法
の
喪
失
」
に
特
別
な
関
心
を
抱
く
理
由
は
、

ほ
ぽ
明
ら
か
に
な
っ

一
・
八
・
一
で
、
な
ぜ
こ
の
両
者
が
肩
を
並
べ
て
現
わ
れ
、

ま
た
、
証

た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
進
ん
で
、

明
手
続
中
最
も
重
い
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
か
、
を
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
間
に
対
し
て
は
、
あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
前
項
(
四
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
犯
罪
を
犯
し
判
決
に

よ
っ
て
「
法
の
喪
失
」
を
宣
告
さ
れ
た
者
か
ら
は
ア
イ
ゲ
ン
も
剥
奪
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
法
の
喪
失
」
は
、

ア
イ
ゲ
ン
を
失
う
と

い
う
点
で
、
「
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
」
と
共
通
す
る
点
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。
こ
の
解
答
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
「
深
化
」
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
「
ア
イ
ゲ
ン
の
所
有
」
は
参
廷
義
務
H
参
廷
権
の
物
質
的
基
礎
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
イ
ゲ
ン
を
(
す
べ
て
)
譲

渡
し
た
者
も
、
判
決
に
よ
っ
て
「
法
」
を
喪
失
し
た
者
も
、
こ
の
寸
参
廷
権
」
、
す
な
わ
ち
「
裁
判
所
」
(
あ
る
い
は
、
「
国
家
」
と
一
言
っ
て
も
よ

ザクセンシュピーゲルにおける相続法の位置

い
)
の
(
能
動
的
)
構
成
員
た
る
の
地
位
を
失
う
か
ら
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
ら
の
解
答
|
|
特
に
後
者
ー
ー
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
決
し

て
間
違
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
右
の
聞
に
、
も
っ
と
ぴ
っ
た
り
し
た
解
答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
稿
・
四
・
(
二
)
で
も
触
れ
た
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
!
ゲ
ル
の
著
者
ア
イ
ケ
自
身
に
よ
る
「
ラ

ン
ト
法
」
の
定
義
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
イ
ケ
自
身
は
「
ラ
ン
ト
法
」
を
、
「
ア
イ
ゲ
ン
と
首
(
な
い
し
生
命
)
に
関
す
る
法

(
H
裁
判
権
)
L

と
考
え
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
ア
イ
ゲ
ン
(
の
帰
属
)
お
よ
び
(
首
と
手
に
及
ぶ
)
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
権
は
、
著
者
ア
イ
ケ
に
と
っ
て
、

一
・
八
・
一
で
「
ア

イ
ゲ
ン
の
譲
渡
」
と
(
「
刑
事
裁
判
」
の
帰
結
と
し
て
の
)
「
法
の
喪
失
」
が
肩
を
並
べ
て
現
わ
れ
、
し
か
も
証
明
手
続
上
最
も
重
い
扱
い
を
受
け

て
い
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
著
者
ア
イ
ケ
自
身
の
考
え
た
「
ラ
ン
ト
法
」
の
規
範
構
造
に
ぴ
っ

ほ
か
な
ら
ぬ
「
ラ
ン
ト
法
」
(
な
い
し
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
)
の
枢
軸
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

た
り
照
応
し
た
取
扱
い
で
あ
る
。
序
に
一
言
す
れ
ば
、
(
「
封
建
身
分
」
に
属
す
る
)
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
の
(
「
裁
判
所
」
の
能
動
的
構
成
員
で
あ

る
と
同
時
に
「
(
公
的
)
裁
判
権
」
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
者
と
し
て
の
)
国
制
的
地
位
も
、
実
は
こ
う
し
た
(
ラ
ン
ト
法
の
)
法
的
規
範
構
造
に
よ
っ
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説

て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

論

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
前
節
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
(
一
・
三
・
三
に
始
ま
る
)
い
わ
ゆ
る
「
相
続
法
」
的
規
定
群
が
、
実

は
「
|
|
|
特
に
そ
の
継
承
を
中
心
と
し
た
|
|
ア
イ
ゲ
ン
と
(
各
人
生
得
の
)
法
」
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。

(
六
)

換
言
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
一
・
八
・
一
は
、
前
節
で
考
察
し
た
「
相
続
法
」
的
規
定
群
と
主
題
を
共
通
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

一
・
六
・
五
か
ら
始
ま
る
(
「
相
続
法
」
か
ら
「
契
的
法
」
へ
の
)
「
逸
脱
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
題
は
早
く

て
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
は
、

も
一
・
八
・
一
で
は
元
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
(
前
述
の
よ
う
に
一
・
六
・
五
を
承
け
た
)

の
証
明
手
続
(
単
独
の
宣
誓
、
三
人
の
証
人
お
よ
び
七
人
の
証
人
に
よ
る
立
証
)

一
・
こ
・
一
二
・
七
と
い
う
数
の
系
列
に
従
っ
て
、
三
つ

一
・
七
か
ら
は
、

に
関
す
る
叙
述
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
系

列
の
最
後
(
な
い
し
頂
点
)
に
位
置
す
る
一
・
八
・
一
で
は
、
(
右
の
よ
う
に
、
「
相
続
法
」
的
規
定
群
に
共
通
す
る
主
題
た
る
)
ア
イ
ゲ
ン
の
(
法
廷
)

譲
渡
と
(
判
決
に
よ
る
)
法
の
喪
失
に
関
し
て
「
裁
判
官
と
参
審
員
六
人
、
都
合
七
人
の
証
人
に
よ
る
立
証
」
と
い
う
最
も
重
い
証
明
手
続
が

述
べ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
(
ド
イ
ツ
語
第
一
版
で
は
も
と
も
と
そ
の
直
後
に
位
置
し
て
い
た
)

い
て
、
「
自
分
の
(
生
得
の
)
法
を
裁
判
所
の
前
で

(
H
法
廷
で
)
却
け
、
他
の
法
を
自
分
の
も
の
と
主
張
す
る
」
ケ

l
ス
が
扱
わ
れ
る
(
こ
の

場
合
、
「
他
の
法
」
を
立
証
で
き
な
け
れ
ば
、
双
方
の
「
法
L

を
「
喪
失
」
す
る
こ
と
に
な
る
)
。
す
で
に
前
節
・
(
一
ニ
)
で
触
れ
た
一
・
一
六
・
ニ
も
、

実
は
こ
の
一
・
一
六
・
一
を
承
け
た
上
で
、
「
法
」
の
継
承
の
原
則
を
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
・
一
六
・
一
で
は
、
「
(
各
人
生
得
の
)
法
」
に
つ

こ
う
し
た
叙
述
の
流
れ
を
全
体
と
し
て
見
る
と
、
少
な
く
と
も
一
・
七
は
(
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
へ
の
「
導
入
」
を
な
す
一
・
六
・
五
も
)
、
も

は
や
単
な
る
「
逸
脱
」
と
は
言
え
ず
、
む
し
ろ
そ
こ
で
再
び
一
・
二
・
三
・
七
と
い
う
数
の
系
列
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
(
「
相
続
法
」
的

規
定
群
の
共
通
の
主
題
た
る
)
「
ア
イ
ゲ
ン
と
(
各
人
生
得
の
)
法
」
が
「
ラ
ン
ト
法
(
上
の
裁
判
権
)
」
の
枢
軸
に
位
置
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と

を
印
象
づ
け
る
た
め
に
必
要
な
伏
線
と
な
っ
て
い
る
、
と
言
わ
な
く
て
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

七
と
い
う
数
の
序
列
に
直
接
に
か
か
わ
る
)
枢
要
な
位
置
に
(
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
形
で
)
位
置
し
て
い
る
の
か
、

以
上
に
よ
っ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
1
ゲ
ル
に
お
い
て
「
相
続
法
」
的
規
定
群
が
な
ぜ
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
冒
頭
近
く
(
一
・
二
・
三
・

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
わ
れ

わ
れ
の
検
討
は
終
る
。

わ
れ
わ
れ
の
検
討
に
よ
っ
て
、
第
一
に
、
叫
ゅ
の

Z
H
「
裁
判
(
権
ご
の
問
題
が
「
序
言
」
い
ら
い
一
貫
し
た
主
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二

に
、
「
相
続
法
」
的
規
定
群
に
お
い
て
も
、
そ
の
主
題
は
、
し
だ
い
に
「
ラ
ン
ト
法
(
上
の
裁
判
権
)
」
の
枢
軸
に
位
置
す
る
「
ア
イ
ゲ
ン
」
と

「
(
各
人
生
得
の
)
法
」
へ
と
力
点
を
移
動
さ
せ
な
が
ら
も
、
中
断
す
る
こ
と
な
く
継
続
し
て
い
る
こ
と
、
が
明
ら
か
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

「
相
続
法
」
的
規
定
群
が
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
冒
頭
近
く
に
位
置
し
て
い
る
の
は
、
単
に
七
の
数

(
H
七
つ
の
ジ
ッ
ペ
)
に
ひ
か
れ
た
か
ら
で

は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
寸
裁
判
(
権
)
」
に
密
着
し
た
法
観
念
お
よ
び
「
ラ
ン
ト
法
」
の
規
範
構
造
の
反
映
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
一
言
す
れ
ば
、
一
・
二
・
三
・
七
と
い
う
数
の
系
列
に
従
っ
た
叙
述
体
系
そ
の
も
の
も
、
決
し
て
偶
然
に
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
最
初
の
そ
れ
は
、
神
か
ら
「
裁
判
権
」
が
下
り
て
来
る
径
路
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、

第
二
の
そ
れ
は
、
|
|
証
明
手
続
に
即
し
て
|
|
ラ
ン
ト
法
(
上
の
裁
判
権
)
の
枢
軸
問
題
を
強
調
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ザ
ク
セ

ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
い
さ
さ
か
見
わ
け
難
い
形
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
も
う
一
つ
、
一
・
二
・
三
・
七
と
い
う
数
の
系
列
に

従
っ
て
叙
述
が
展
開
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
体
僕
へ
の
身
売
お
よ
び
体
僕
の
帰
属
に
か
か

わ
る
ケ

i
ス
、
換
言
す
れ
ば
、
自
由
人
の
身
分
な
い
し
(
自
由
人
生
得
の
)
「
法
」
が
問
題
に
な
り
う
る
ケ

l
ス
の
証
明
手
続
に
関
し
て
で
あ

(
服
}

る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
著
者
ア
イ
ケ
は
、

ザクセンシュピーゲルにおける相続法の位置

か
わ
る
問
題
を
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
こ
の
数
の
系
列
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
考
え
る
寸
法
」
の
死
活
に
か
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説

駐(
1
)
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
、
以
下
の
論
述
に
お
い
て
逐
次
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

(
2
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
〉
同
戸
穴
問
。
開
印
。
E
W
F
T
m
R
Z自
民
間
片
町
ロ
ロ
ロ
ぬ
ロ
ロ
己
河
R
F
Z豆
吋
E
R
F
R色
丹
・
口
出
切
∞
包
昌
広
-
a
g
ω
白
n
Z巾ロ目

目立巾肉巾-∞
-
E
一
〈
。
吋
片
吋
問
問
巾
ロ
ロ
弘
司
。
吋
印
nvロロ
mg-
切。・

2
・
σ
2・∞
-

M
由
民
・
(
邦
訳
『
ゲ
ル
マ
ン
法
の
虚
像
と
実
像
』
、
近
刊
予
定
、
第
四
論
文
、
創
文

社
、
一
七
五
頁
以
下
)
、
お
よ
び
、
拙
稿
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
ア
イ
ゲ
ン
」
(
「
法
制
史
研
究
」
三
六
、
一
九
八
七
年

l

|
以
下
単
に
、

前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
と
い
う
)
、
特
に
二
・
(
六
)
・

(
b
)
(
二
三
頁
以
下
)
、
三
・
(
四
)
(
三
四
頁
以
下
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
3
)
た
と
え
ば
、
モ
リ
ト
ア
(
何
回
R
Z
富
。
ロ
↓
。
同
・
ロ
句
。
包
白
ロ
w
g
m回
口
問
己
gω
白
n
y
m
巾
ロ
由
自
己
巾
ぬ
巴
田
・
回
色
丹
円
出
関
巾
N
ロ
印
巾
山
口
旬
開
口
仲
田
S
F己ロ
m-N河の・

。
k
F

・

s・
-
Z
H
m・
5
R
)
お
よ
び
パ
イ
ア
l
(
関
同
吋
富
山
同
Z
の何回
W
C
問
。
∞
巴
何
回

pu-mω
苫丹巾
H
H
H

丘町
F

仏
2ω
白門町田巾ロ回目}ぽ
m
m
L
凹(戸白ロ門同門巾円四回同)・】己『-

E
E
-
-内
E
-
E
S
-
-
1
筆
者
未
見
で
あ
る
が
、
後
述
ト
イ
ア
l
カ
ウ
フ
、
特
に

ω・
ロ
え
に
拠
る
。
な
お
、
バ
イ
ア
!
の
見
解
は
括
孤
内
に
示
す
)
は
、

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
ラ
ン
ト
法
」
を
八
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別
し
、
「
序
文
」
(
司
自
-
吉
田
胃
o
E包
)
か
ら
一
・
三
ま
で
を
「
序
論
」
、
了

五
か
ら
一
・
三

O
ま
で
を
「
相
続
法
群
」
、
一
・
三
一
か
ら
一
・
五
四
(
一
・
五
一
一
)
ま
で
を
「
家
族
法
群
」
、
一
・
五
五
(
一
・
五
一
二
)
か
ら
二
・

一
こ
ま
で
を
「
裁
判
群
」
な
ど
と
し
て
い
る
。
以
下
の
論
述
は
、
煩
雑
を
避
け
る
た
め
に
一
々
指
摘
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
自
ず
か
ら
こ
う
し

た
見
解
に
対
す
る
批
判
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

な
お
、
ト
イ
ア

l
カ
ウ
ブ
自
身
(
の
開
岡
山
田
〉
問
。
斗
出
何
回
目
p
p
c
タ

TMMFω
同)巾
2-zBW
円。ロ日出口門出

C
B
E吋目的・

-Nmn
宮
田
恒
三
B
K
Yロ
ロ
ロ
関
口
ロ
弘

同州巾

nygσ
金司ロロ門的巾
E
E
Z。円。仏∞三回
n
E回
ロ
己
〈
O
B
∞-
E凶
N
己
B
5・』田町吋}居間丘四吋
F
E
E
-
σ
2・
ω・
5
N円
)
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
|
ゲ
ル
の
「
ラ

ン
ト
法
」
の
部
と
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
一
体
性
を
強
調
し
つ
つ
、
そ
の
全
体
的
構
成
に
つ
い
て
独
自
の
見
解
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ゾ
ツ
ペ

ば
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
は
、
ま
ず
「
序
論
」
(
対
韻
句
形
序
詩
と
序
言

H
P
o
-
o
m
g
)
、
「
第
一
部
血
族
・
婚
姻
・
裁
判
の
諸
秩
序
の
中
の
自

由
な
人
間
(
H
自
由
人
)
」
(
序
文
H
斗
良
吉
田
官
。
-
。
包
か
ら
ラ
ン
ト
法
三
・
四
一
ま
で
)
、
「
第
二
部
・
帝
国
と
ザ
ク
セ
ン
の
身
分
秩
序
の
中
の
自
由
な

人
間
(
ラ
ン
ト
法
三
・
四
二
・
一
か
ら
レ
l
ン
法
七
八
・
一
ま
で
)
、
「
む
す
び
」
(
レ
l
ン
法
七
八
・
二
と
=
一
)
に
分
か
れ
る
。
そ
の
う
ち
本
稿
に
直
接
関

係
す
る
第
一
部
は
さ
ら
に
一

1
六
に
分
か
れ
、
一
は
序
文
か
ら
ラ
ン
ト
法
一
・
コ
了
こ
ま
で
で
寸
神
の
救
済
秩
序
お
よ
び
帝
国
と
ザ
ク
セ
ン
の
身

ジ
ツ
ペ

分
秩
序
の
中
の
人
間
」
、
二
は
ラ
ン
ト
法
一
・
三
・
三
か
ら
一
・
一
九
ま
で
で
「
血
族
の
中
の
人
間
H
相
続
法
」
、
三
は
ラ
ン
ト
法
一
・
ニ

O
か
ら

ジ
ツ
ペ

了
三
こ
ま
で
で
「
妻
、
彼
女
の
夫
お
よ
び
彼
の
血
族
H
夫
婦
財
産
法
」
、
四
は
ラ
ン
ト
法
一
・
三
三
か
ら
ニ
・
一
こ
ま
で
で
「
裁
判
の
中
の
人
間
H

裁
判
法
(
裁
判
所
構
成
法
と
訴
訟
法
)
」
を
論
じ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

論
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ザクセンシュピーゲルにおける相続法の位置

こ
の
ト
イ
ア
l
カ
ウ
ブ
の
研
究
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
の
思
考
過
程
(
特
に
観
念
の
つ
な
が
り
H
〉

EON-四
位
。
ロ
)
を
理
解
す
る
た
め
に
は

参
考
に
な
る
が
、
そ
の
規
範
構
造
(
た
と
え
ば
、
ア
イ
ゲ
ン
が
そ
の
中
で
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
か
)
に
つ
い
て
突
っ
こ
ん
だ
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
総
じ
て
底
の
浅
い
も
の
に
終
っ
て
い
る
。
た
だ
、
あ
ら
か
じ
め
次
の
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
ト
イ
ア

l
カ
ウ
フ
の
見
解
は
、

前
述
の
モ
リ
ト
ア
(
パ
イ
ア
1
)
の
そ
れ
と
く
ら
べ
る
と
、
第
一
に
、
ラ
ン
ト
法
一
・
ニ

O
か
ら
一
・
三

O
ま
で
が
(
相
続
法
群
か
ら
取
り
出
さ
れ
て
)

夫
婦
財
産
法
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
ラ
ン
ト
法
一
・
三
三
か
ら
一
・
五
二
(
な
い
し
五
四
)
が
(
家
族
法
群
に
属
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な

く
)
裁
判
法
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
つ
の
点
で
そ
れ
ら
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
以
下
に
述
べ
る
私
見
は
、
こ
の
う
ち
第
一
点

で
は
む
し
ろ
モ
リ
ト
ア
(
パ
イ
ア
l
)
説
に
近
い
が
、
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
ト
イ
ア

i
カ
ウ
フ
説

(
H
裁
判
法
)
を
彼
自
身
が

夫
婦
財
産
法
と
解
し
た
部
分
(
一
・
二

O
i
-
-
一
ニ
二
)
の
み
な
ら
ず
、
相
続
法
と
解
し
た
部
分
(
一
・
三
・
三

1
一
・
一
九
)
に
ま
で
及
ぼ
し
た
も

の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

(
4
)
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
・
前
掲
論
文
(
邦
訳
)
、
一
七
五
頁
。
な
お
、
拙
稿
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
・
小
考
」
(
本
誌
三
七
の
四
、
一
九
八
七
年
)
、

四
五
三
頁
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
5
)
本
稿
に
お
け
る
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
引
用
は
、

ω
R
Z
g昌
一
巾
肉
色
戸
自
己
円
。

n
z
c
-
ω
R
V
R
B立
巾
肉
色
一
「
岳
民

R
F
F
冨
の
出
・
明
。
ロ
広
田

一
司
江
田
の
叩
司
自
白
四
回
目
丘
町
百
円
E
i・
2
。
〈
曲
目
白
ユ
巾
少
吋
-
F
同

Y
H
・
ロ
・
司
・
戸

yam-
〈・同
k
r

戸
〉
cccm山
、
円
開
わ
居
間
〉
開
口
戸
別
門
回
目
立
。
広
三
E
・

5a-に
拠
る
。
「
ド

イ
ツ
語
第
一
版
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い
た
部
分
」
と
は
、
換
一
一
一
目
す
れ
ば
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
。
丘
ロ
ロ
ロ
何
回
同
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
わ
れ
わ
れ
の
邦
訳
(
久
保
正
幡
・
石
川
武
・
直
居
淳
訳
『
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
』
、
一
九
七
七
年
、
創
文
社
)
で
は
、
各
種
の
括
弧

が
付
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
す
べ
て
除
い
た
部
分
で
あ
る
。

(
6
)
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
次
の
よ
う
な
疑
問
が
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
。
レ
ー
ン
法
(
上
の
能
力
)
や
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
持
ち
う
る
か
ど
う
か

不
明
な
の
に
、
そ
れ
が
「
第
七
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
」
に
数
え
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
-
と
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
後
に
私
見
を
述
べ
る
機

会
が
あ
る
。

(7)

一
・
コ
了
三
は
、
(
近
代
法
の
概
念
で
い
え
ば
)
「
親
族
」
の
範
囲
を
決
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
グ
ル
の
諸
条
項
中
、
最
も

「
親
族
法
」
ら
し
い
条
項
で
あ
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
、
「
:
:
:
遺
産
を
取
得
す
る
に
つ
い
て
、
同
じ
近
さ
に
あ
る
ヘ
「
:
:
:
遺
産
を
同
じ
だ
け
取
得

す
る
」
、
「
:
:
:
遺
産
を
優
先
し
て
取
得
す
る
」
な
ど
の
文
一
一
一
口
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
相
続
人
が
遺
産
を
取
得
す
る
順
位
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
あ
る
。
こ
の
直
後
に
、
一
・
五
・
一
(
孫
の
代
襲
相
続
権
)
、
同
条
二
(
未
婚
の
娘
の
相
続
権
)
、
同
条
三
(
聖
職
者
の
相
続
権
)
と
、
相
続
順
位
に

北法38(5-6・1.85) 1121 



説

つ
い
て
の
い
わ
ば
例
外
規
定
が
つ
づ
い
て
い
る
こ
と
も
、
以
上
の
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註

(
2
)
で
触
れ
た
ト

イ
ア
l
カ
ウ
フ
の
見
解
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(8)
こ
の
箇
所
は
、
わ
れ
わ
れ
の
邦
訳
で
は
「
主
な
る
神
の
提
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
直
接
に
は
、
「
巾
の
命
令
」
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
、
ザ
ク
セ

ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
巾
の
語
は
す
べ
て
、
(
神
の
定
め
た
)
「
(
律
)
法
」
な
い
し
「
旋
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
(
本
文
に
引

用
し
た
こ
つ
の
箇
所
の
ほ
か
、
ラ
ン
ト
法
二
・
六
六
・
二
と
=
了
四
二
・
四
を
参
照
)
、
「
邦
訳
」
の
よ
う
な
訳
し
方
も
間
違
い
で
は
な
い
。
な
お
、
巾
(
あ

る
い
は
巾
)
の
語
は
、
「
聖
書
」
(
そ
の
も
の
)
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
(
た
と
え
ば
、
関
〉
同
戸
開
問
。
開
印
わ

EWFTmmnzzロ
仏
河
巾

nvgσ
巾閃江町内

E
E・
】
血
管

Z
E巾
p
z
h〈
0
3品
官

Z
E
明。吋凹

n
F
5
m
g即
応

-
F
E
S
-
-前
掲
邦
訳
(
前
註
2
)
、
第
二
論
文
、
六
五
頁
て
そ
の
語
義
を
考

慮
に
入
れ
て
も
、
こ
の
箇
所
は
「
聖
書
の
(
あ
る
い
は
、
聖
書
に
書
か
れ
て
い
る
神
の
)
命
令
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
実
質
的
な
意
味
は
変
わ
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

(9)
ラ
ン
ト
法
一
・
七
(
お
よ
び
一
・
一
八
・
二
)
に
は
、
「
契
約
」
は
固
く
守
る
べ
き
で
あ
る
が
、
後
に
一
方
の
当
事
者
が
否
認
す
れ
ば
、
「
そ
れ
が

い
か
に
周
知
で
あ
ろ
う
と
も
」
、
相
手
方
に
は
そ
れ
に
対
抗
す
る
(
法
的
)
手
段
が
な
い
、
と
い
う
趣
旨
の
規
定
が
あ
る
。
こ
の
(
い
わ
ば
「
約
束
」

は
守
ら
な
く
て
も
よ
い
、
と
言
っ
て
い
る
に
等
し
い
?
)
命
題
は
果
た
し
て
直
接
に
神
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
も
ま
た
「
神
の

律
法
」
な
い
し
「
神
の
命
令
」
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
条
項
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
機
会
が
あ
る
が
、
す
で
に
拙

稿
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
(
本
誌
、
三
七
の
二
、
一
九
八
六
年
|
|
以
下
単
に
、
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
と
い
う
)
、
註
(
お
)

で
も
論
じ
て
お
い
た
。

(
叩
)
こ
の
箇
所
、
原
文
は
包

5
2
H
E
2山口町巾
g
F
除
川
口
口
印
包
忠
主
的
白
血

m
g
m
m
Eユ
(
何
色
町
吋
(
巾
)
ご

)
Z
5
2
5
a巾
哲
也
巾
唱
冨

Z
Z
Z号

と
な
っ
て
お
り
、
「
わ
れ
わ
れ
に
彼
の
預
言
口
者
た
ち
ゃ
善
き
聖
職
者
た
ち
が
教
え
た
L

の
は
「
彼
の
命
令
L

だ
け
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場

合、

m
Z
3
は
|
l
い
わ
ば
そ
の
反
射
と
し
て
|
|
「
彼
の
聖
書
」
な
い
し
「
(
直
接
に
聖
書
か
ら
読
み
取
れ
る
)
彼
の
律
法
」
と
い
う
含
意
が
強
く

な
る
、
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
設

(
8
)
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
場
合
で
も
実
質
的
な
意
味
に
大
き
な
差
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
こ
の
箇
所
、
原
文
は

S
島
町
。

w
z
z
z
z
E
Eロ
官

m
g巳
Z
5
2
一
円

O
B
S
E
E
S己
巾
関
白
円

y
g
a
g
ω
白
8
2
U三
口

ony
包ロ巾凹

znyZロ
宮
丹
・
と
な
っ
て
い
る
。
関
係
代
名
詞
骨
ロ
は
単
数
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
文
法
的
に
は
直
前
の
穴
釦
ユ
だ
け
に
か
か
る
。
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
ザ
ク
セ
ン
人
が
自
分
た
ち
の
「
法
」
を
制
定
し
た
と
考
え
て
い
る
の
は
、
実
質
的
に
も
カ

l
ル
(
大
帝
)
だ
け
で
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
了
一
八
・

一
。
な
お
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
に
つ
い
て
は
、
同
三
・
六
三
・
一
を
参
照
)
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
か
つ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
「
邦
訳
」
を
本
文

論
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ザクセンシュピーゲルにおける相続法の位置

の
よ
う
に
改
め
た
。

な
お
、
カ
ー
ル
大
帝
が
少
な
く
と
も
一
三
世
紀
前
半
の
ザ
ク
セ
ン
人
に
と
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
伝
説
的
立
法
者
L

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
以
上
に

よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
連
し
て
二
つ
の
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
ラ
ン
ト
法
一
・
一
八
・
一
で
は
、
「
ザ
ク
セ
ン
人
は
カ
ー
ル

さ
の
「
伝
説
的
立
法
者
」
)
の
意
に
反
し
て
三
種
の
法
を
保
有
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
|
|
因
み
に
、
こ
の
「
法
」
も
ま
た
、
「
人
が
(
最
初

に
)
法
を
定
め
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
が
こ
の
地
に
到
来
し
た
と
き
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
四
、
=
了
四
二
・
三
を
も
参
照
)
い
ら
い
存
在
し
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る

1
i。
第
二
、
ド
イ
ツ
中
世
に
お
い
て
「
伝
説
的
立
法
者
」
と
し
て
の
カ

l
ル
大
帝
に
言
及
さ
れ
る
の
は
、
フ
リ

i
ド
リ

ヒ
・
パ
ル
パ
ロ
ツ
サ
の
時
代
が
最
初
で
は
な
い
か
、
と
恩
わ
れ
る
が
(
西
川
洋
一
「
フ
リ
l
ド
リ
ヒ
・
パ
ル
パ
ロ
ツ
サ
の
証
書
に
お
け
る
王
権
と
法
ご

一
五
一
一
ー
ー
ー
一
一
六
七
)
」
、
「
国
家
学
会
雑
誌
」
九
八
の
了
二
、
一
九
八
五
年
、
四
八
頁
を
参
照
)
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
伝
説
的
立
法
者
」
に
つ
い
て

は
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
つ
く
ら
れ
(
あ
る
い
は
、
ひ
ろ
ま
つ
)
た
時
代

(
H
一
二
世
紀
後
半
)
の
特
性

(
H
皇
帝
に
よ
る
立
法
の
端
緒
、
な
い
し
、

再
開
)
を
(
少
な
く
と
も
、
そ
の
こ
と
を
も
併
せ
)
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
ロ
)
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
(
前
註
9
)
、
「
ア
イ
ゲ
ン
」
(
前
註
2
)
、
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
・
小
考
L

(

前
註
4
)
の
ほ
か
、
「
回

mgm巾一場町『巾考」

(
本
誌
、
一
ニ
七
の
五
、
一
九
八
七
年
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
目
下
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
吋

R
Z
の
用
語
法
を
網
羅
的
に
検
討
し
た
上
で
、
同
書
に
見
ら
れ
る
(
中
世
)
法
の
規
範
構
造
を
明

ら
か
に
す
べ
く
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
グ
ル
に
お
け
る
法
」
(
仮
題
)
を
準
備
中
で
あ
る
。
本
文
で
述
べ
た
こ
と
の
全
面
的
検
討
は
そ
の
公
表
ま
で

御
猶
予
願
い
た
い
。
因
み
に
、
本
稿
も
、
私
自
身
の
問
題
関
心
か
ら
い
え
ば
、
同
論
文
の
た
め
の
一
つ
の
準
備
作
業
の
つ
も
り
で
あ
る
。

(
は
)
門
広
三
2
・

sw品
川
口
巾

S
F
E
2
2
与
Z
5
2
5巳
g
g
百
四
国
川
町
仲
間
m
恒
川
・

3
目
-
B
H
0・∞一

c
c
g
g
g
医
院
出
川
口
。

s
z
g
良吉田昨日同一回目

門出

-2一
ゲ
白

2
E
-
Eぉ
s
i円宮
4ZFgag-

(日)、]一，
EWC何回一同〉己
J

白・白・

0
・ω
・叶己・

ω
-
H
H
H
〉

B
ロ
・
口
も
、
こ
れ
と
同
じ
読
み
方
を
し
て
い
る
。

(
日
)
前
註

(M)
を
参
照
。

(
口
)
た
と
え
ば
}
吋

Z
H何
回
呂
田
-MWF
冨
色
町
田
町
】
丘
町
回
目
S
H
S
U
M
-
gロ
B
E
g
-
E吋
0

・
ω-g由
民
・
の
ほ
か
に
、
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
・
前
掲
論
文
(
前
註

8
)
、
五
九
頁
を
も
参
照
。

(
叩
叩
)
心
巳
曲
。

o
g
E
5
回
目
丘
町
広
島
門
戸
ロ
ヨ
・

(
四
)
本
稿
で
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
の
法
観
念
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
立
ち
入
っ
て
い
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
(
前
註
(
日
)
を
参
照
さ
れ
た
い
て
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説

こ
の
点
に
関
連
し
て
さ
ら
に
一
・
二
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
グ
ル
で
は
、
ザ
ク
セ
ン
人
の
法
と
シ
ュ
ヴ
ァ

1
べ
ン
人
の
法
と
の
相
違
が
、
具
体
的
に
三
点
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
ラ
ン
ト
法
一
・
一
七
・
ニ
と
一
・
一
八
・
て
一
・
一
九
・
て
一
・
一
九
・
二
)
。
そ
も
そ
も
、
個
々
の
(
実
体
的
)
法
規
範
が
直
接
神
に
由
来
す
る

と
す
れ
ば
、
な
ぜ
神
は
ザ
ク
セ
ン
人
と
シ
ュ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
人
に
異
な
る
法
を
与
え
た
の
か
説
明
が
つ
か
な
い
だ
ろ
う
が
、
シ
ュ
ヴ
ァ

l
ベ
ン
人
の

婦
人
が
遺
産
を
遺
さ
な
い
理
由
と
し
て
、
「
彼
女
た
ち
の
祖
先
の
非
行
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
了
一
七
・
二
)
。
人
間
の
「
非
行
」
が
神
の
与
え

た
「
法
」
を
変
え
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
「
ザ
ク
セ
ン
人
は
(
キ
リ
ス
ト
教
的
国
王
た
る
)
カ

1
ル
の
意
に
反
し
て
(
ま
で
)
:
:
:
、
(
こ

の
)
婦
人
に
す
る
憎
悪
か
ら
(
生
じ
た
)
シ
ュ
ヴ
ァ

l
べ
ン
人
の
法
を
保
持
し
た
」
(
一
・
一
八
・
こ
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た

い
(
「
婦
人
に
対
す
る
憎
悪
L

の
方
が
「
伝
説
的
立
法
者
」
の
意
思
よ
り
も
強
い
の
で
あ
る
)
。

総
じ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
で
吋

R
Z
の
語
が
形
式
的
ニ
訴
訟
)
手
続
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
次
の
こ
と
と
関

係
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
書
で
は
、
何
が
「
正
し
い
」
か
を
問
題
に
す
る
場
合
、
あ
る
実
体
的
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
否
か

を
考
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
「
裁
判
」
(
あ
る
い
は
、
一
定
の
(
形
式
的
な
)
「
訴
訟
手
続
」
)
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
が
「
正
し
い
」
、
あ
る

い
は
、
も
っ
と
言
え
ば
、
裁
判
(
な
い
し
訴
訟
手
続
)
を
通
じ
て
(
理
非
曲
直
を
)
明
ら
か
に
す
る
こ
と
自
体
が
「
正
し
い
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
の
も
と
で
は
、
神
は
「
裁
判
L

そ
の
も
の
を
是
認
し
支
持
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
っ
て
、
個
々

の
(
実
体
的
)
法
規
範
の
す
べ
て
が
直
接
神
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
必
要
で
な
い
。

(
却
)
両
剣
論
そ
の
も
の
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
淵
倫
彦
「
第
十
二
・
三
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
両
剣
論
ー
ー
そ
の
理
論
と
現
実

ー
l
l
」
(
「
宗
教
法
」
創
刊
号
、
一
九
八
三
年
)
が
あ
る
。

(
幻
)
ラ
ン
ト
法
一
・
一
二
四
・
一
、
一
・
六

0
・
三
、
二
・
二
一
了
八
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
ぽ
耳

R
Z
g
(あ
る
い
は
F
O〈

R
R宮内凹
)
Z
m
m
g
と
い

う
表
現
が
閉
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
(
レ
l
ン
法
四
・
五
、
六
三
・
こ
。

(
泣
)
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
特
に
二
・
(
五
)
(
一
五
頁
以
下
)
と
三
・
(
二
)
(
二
七
頁
以
下
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
さ
ら
に
後
述
す
る
機
会
が
あ
る
が
、
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
六
に
も
同
旨
の
叙
述
が
あ
る
。

(M)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お

1
l
後
註
(
拘
)
に
引
用
す
る
|
l
1
レ
l
ン
法
七
三
・
こ
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
特
に
ニ
・
(
四
)
(
一
一
頁
以
下
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
、
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
と

同
格
の
ビ

l
ア
ゲ
ル
デ
な
る
身
分
も
存
在
す
る
が
、
本
稿
で
は
一
々
そ
れ
に
触
れ
ず
、
前
者
に
よ
っ
て
代
表
さ
せ
る
。

論
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(
お
)
た
と
え
ば
、
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
・
前
掲
論
文
(
前
註
(
2
)
、
邦
訳
、
一
七
五
頁
)
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
著
者
が
「
法
の
現
実
を
測
定
す
る

に
あ
た
り
必
ず
基
準
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
考
え
た
「
尺
度
」
と
し
て
、
「
神
に
基
礎
を
も
ち
、
神
聖
な
三
位
一
体
の
し
る
し
の
下
に
あ
る
、

第
七
に
し
て
最
後
の
世
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
世
界
の
、
秩
序
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

(
幻
)
本
稿
・
一
に
お
け
る
引
用
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
・
三
・
一
は
、
同
条
二
に
対
し
て
は
(
へ

1
ア
シ
ル
ト
も
世
(
界
)
と
同
じ
く
第
七
に
つ
い
て
は

不
明
、
と
い
う
形
で
)
直
接
に
、
ま
た
、
同
条
三
に
対
し
て
は
(
ジ
ツ
ペ
も
そ
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
と
同
じ
く
第
七
で
終
る
、
と
い
う
形
で
)
間
接
に
、
「
序

論
L

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

(
犯
)
た
と
え
ば
、
出
回
Z
Eわ
国
宮
司
叶
思
印
¥
出
回
Z
N
E開
∞
何
回
目
。
戸
口
内
三
回

n
z
m
m
R
Z∞
m
g
n
y
R
F
F
口
・
〉
ロ
戸
ω
-
H
N
串
(
世
良
晃
志
郎
訳
『
ド
イ
ツ
法
制

史
概
説
(
改
訂
版
)
』
、
一
九
七
一
年
、
創
文
社
、
二
七
O
頁
l
|
以
下
、
本
書
の
引
用
は
こ
の
邦
訳
の
頁
数
の
み
挙
げ
る
)
は
、
特
に
こ
の
点
を
強
調
し
て

い
る
。

(
却
)
前
稿
寸
ア
イ
ゲ
ン
」
、
特
に
「
は
じ
め
に
」
(
一
頁
以
下
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
却
)
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
註

(
5
)
お
よ
び
(
加
)
を
参
照
。

(
幻
)
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
註
(
加
)
を
参
照
。
手
に
及
ぶ
犯
罪
は
傷
害
の
み
で
あ
っ
て
、
単
に
「
首
(
な
い
し
生
命
)
に
関
す
る
」
と
言
っ
て
も
、

寸
首
と
手
に
関
す
る
」
と
一
一
一
一
回
っ
て
も
、
実
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
差
が
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

(
泣
)
ラ
ン
ト
法
三
・
五
四
・
一
。

(
犯
)
ミ
ツ
タ
イ
ス
・
前
掲
書
、
邦
訳
二
七
一
頁
の
叙
述
(
「
諸
侯
の
下
に
は
、
グ
ラ
1
フ
と
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
と
が
第
四
シ
ル
ト
と
し
て
位
す
る
」
)
は
、

い
さ
さ
か
ミ
ス
リ
!
デ
イ
ン
グ
で
あ
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
で
は
、
グ
ラ
l
フ
が
第
四
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
と
は
一
度
も
言
わ
れ
て
い

な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
|
|
私
の
立
場
か
ら
は
|
|
逆
に
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
ず
る
。
な
ぜ
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
は
、
第
四
へ

1
ア

シ
ル
ト
を
持
つ
者
と
し
て
、
|
|
第
五
へ
!
ア
シ
ル
ト
の
参
審
自
白
人
の
場
合
と
は
ち
が
っ
て
|
|
「
公
的
」
裁
判
制
度
の
枢
軸
を
な
す
グ
ラ
l

フ
で
は
な
く
、
「
公
的
」
裁
判
制
度
の
中
に
は
占
め
る
べ
き
位
置
を
も
た
ぬ
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
(
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
二
・
(
四
)
と
(
五
)
{
一
一

頁
以
下
)
を
参
照
)
を
挙
げ
て
い
る
の
か
、
と
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
確
信
の
あ
る
解
答
に
到
達
で
き
な
い
の
で
、
さ
ら
に
後
考
を

重
ね
た
い
。

(
M
A
)

ラ
ン
ト
法
三
・
五
四
・
一
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

-g
白
ロ
ぬ
巾
ユ
n
F
Z
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
が
(
前
註
認
)
、
こ
の
条
項
に
よ
れ
ば
、

-g

g
m叩ユ
n
z
z
を
持
て
る
者
は
、
寸
参
審
自
由
人
で
あ
っ
て
、
し
か
も
自
由
人
の
法
に
従
い
(
ロ
白
〈
江
市
的
自
由
同
5
2
5
n宮
市
)
国
王
に
対
し
て
忠
誠
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説

の
宣
誓
(
『
己
己
巾
)
を
な
し
、
ま
た
、
そ
の
忠
誠
の
宣
誓
に
か
け
て
、
人
が
彼
を
証
人
と
し
て
引
合
い
に
出
す
と
き
に
は
い
つ
で
も
(
証
人
と
な
る

こ
と
を
)
自
分
に
義
務
づ
け
る
」
場
合
に
限
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
参
審
自
由
人
(
以
上
の
者
)
で
な
け
れ
ば
、
]
巾
ロ
田
口
問
巾
ユ

nzm、
し
た
が
っ
て
そ

の
最
下
辺
に
位
置
す
る
シ
ュ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
本
文
で
述
べ
た
推
論
が
補
強
さ
れ
る
こ
と

は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

(
お
)
右
に
引
用
し
た
レ

l
ン
法
六
九
・
八
は
、
「
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
法
お
よ
び
レ

l
ン
法
は
彼

(
H
国
王
)
に
始
ま
り
を
持
つ
L

の
後
、
ひ
き
つ
づ
き

「
け
だ
し
へ

l
ア
シ
ル
ト
は
彼
に
始
ま
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
も
し
へ

l
ア
シ
ル
ト
が
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
と
関
係
の
な
い
も
の

で
あ
れ
ば
、
こ
の
後
段
の
文
章
は
、
「
す
べ
て
の
レ

l
ン
法
が
国
王
に
始
ま
り
を
持
つ
」
こ
と
の
説
明
に
は
な
っ
て
も
、
「
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
法
が

国
王
に
始
ま
り
を
持
つ
」
こ
と
の
説
明
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
著
者
ア
イ
ケ
は
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
「
へ

l
ア
シ
ル
ト
」
の
語
に
よ
っ
て
レ
ー

ン
法
の
み
な
ら
ず
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
「
審
級
序
列
」
を
も
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
お
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
本
節
・
(
三
)
で
述
べ
る
ア
イ
ゲ
ン
(
の
所
有
)
と
「
公
的
」
裁
判
権
の
対
応
関
係
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
幻
)
こ
の
条
項
で
そ
の
理
由
(
ら
し
き
も
の
)
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
世
俗
の
諸
侯
は
、
し
か
し
、
彼
等
が
司
教
の
家
臣
と
な
っ
て
以
来
、

第
六
の
(
へ
l
ア
)
シ
ル
ト
を
第
七
(
の
そ
れ
)
へ
と
引
き
下
げ
た
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
条
項
で
は
、
世
俗
の
諸
侯
は
す

で
に
(
第
こ
で
は
な
く
)
第
三
の
、
つ
ま
り
「
彼
等
が
司
教
の
家
臣
と
な
っ
て
以
来
」
引
き
下
げ
ら
れ
た
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
者
と
し
て
現
わ
れ

て
い
る
。
右
の
理
由
づ
け
が
納
得
の
い
く
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

(
泊
)
し
た
が
っ
て
、
レ

1
ン
法
一
が
、
前
註
(
幻
)
所
引
の
ラ
ン
ト
法
了
三
・
ニ
の
文
言
を
繰
返
し
た
の
ち
、
「
:
:
:
(
が
て
以
前
に
は
そ
れ
は
存

在
し
な
か
っ
た
L

と
補
っ
て
い
る
の
は
、
著
者
ア
イ
ケ
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
前
註
(
訂
)
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
は
、

第
七
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
が
「
今
現
在
も
、
存
在
し
て
い
な
い
」
可
能
性
が
依
然
と
し
て
残
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
却
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
L

、
二
・
(
六
)
・

(
b
)
(
二
O
頁
以
下
)
で
詳
し
く
論
じ
て
お
い
た
が
、
こ
こ
で
は
最
も
重
要

な
鍵
と
な
る
レ

1
ン
法
七
三
・
こ
だ
け
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

こ
の
条
項
は
、
先
行
す
る
七
三
・
一
(
「
主
人
が
、
そ
こ
に
小
作
料
支
払
義
務
者

(
H
小
作
人
)
た
ち
が
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
(
彼
等
が
)

小
作
料
(
支
払
義
務
)
の
中
へ
と
身
売
を
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ

(
H
所
領
)
に
も
と
づ
い
て
何
ら
か
の
役
務
を
お
こ
な
う
義
務
を
負
っ
て
い
る
よ
う
な
あ

る
所
領
を
、
貸
与
す
る
場
合
:
:
・
」
)
と
対
比
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
し
か
し
、
そ
れ
が
、
な
ん
ぴ
と
も
そ
れ
に
つ
い
て
吾
岡
田

g
n
z

(
小
作
権
、
た
だ
し
小
作
料
支
払
義
務
の
含
意
も
あ
る
)
を
持
た
ず
、
ま
た
、
(
な
ん
ぴ
と
も
)
そ
こ
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
な
い
自
由
な
所
領
で
あ
っ
て
、

論
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主
人

(
H
地
主
)
が
そ
の
所
領
を
あ
る
客
人
窓
口
阿
国
広
)
に
(
借
地
と
し
て
)
貸
出
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
者

(
H
客
人
)
に
誰
か
が
号
5
2
(役

ホ
ー
プ

務
ま
た
は
軍
事
的
奉
仕
)
ま
た
は
σ邑
巾
(
臨
時
の
賦
課
租
)
ま
た
は

Z
号

q
m巾
{
主
君
の
軍
隊
ま
た
は
宮
廷
の
宿
営
)
を
要
求
す
る
な
ら
ば
、
人

(
H
そ

れ
を
要
求
す
る
者
)
は
彼

(
H
客
人
)
に
不
法
を
行
う
こ
と
に
な
る
、
け
だ
し
彼
は
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
に
つ
い
て
、
彼
が
彼
の
主
人

(
H
地
主
)

に
対
し
て
約
束
し
て
い
た
こ
と
以
外
(
の
こ
と
を
て
な
す
べ
き
義
務
を
負
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
し
か
し
、
(
世
俗
の
)
裁
判
所
と
教
会
裁

判
所
に
は
参
加
す
べ
き
で
あ
る
」
と
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
客
人
」
は
(
世
俗
裁
判
所
と
教
会
裁
判
所
へ
の
参
廷
義
務
を
負
う
)
自
由
人
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
主
人
に
対
し
て
「
封

建
的
義
務
じ
は
負
っ
て
お
ら
ず
、
「
(
あ
ら
か
じ
め
)
約
束
し
て
い
た
こ
と
」
(
お
そ
ら
く
、
地
代
な
い
し
小
作
料
の
支
払
)
の
み
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か
に
な
る
。

(
紛
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
四
・
(
六
)
(
一
五
三
頁
以
下
)
に
お
い
て
論
じ
て
お
い
た
。

(
位
)
ラ
ン
ト
法
一
二
一
七
・
二
は
、
「
い
か
な
る
男
で
あ
れ
騎
士
の
出
自
を
持
た
な
い
者
は
、
彼
の
と
こ
ろ
で
へ

l
ア
シ
ル
ト
が
終
っ
て
い
る
か
ら
、

彼
が
死
亡
す
る
と
き
、
彼
の
(
死
)
後
に
取
得
さ
れ
る
べ
き
(
普
通
の
)
遺
産
を
遺
す
け
れ
で
も
、
へ

l
ア
ゲ
ヴ
ェ

l
テ
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で

後
述
す
る
)
を
遺
す
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
。
ま
た
、
レ
ー
ン
法
二
・
一
は
、

l
l
1
レ
l
ン
法
一
が
へ

l
ア
シ
ル
ト
に
つ
い
て
述
べ
た
の
を
承
け
て

|
|
「
聖
職
者
、
婦
人
、
村
民
(
あ
る
い
は
、
農
民
)
、
商
人
、
な
ら
び
に
(
各
人
生
得
の
)
法
を
欠
き
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
六
節
で
後
述
す
る
)
あ
る

い
は
不
真
正

zznZ)
に
生
ま
れ
た
者
す
べ
て
、
な
ら
び
に
父
(
の
代
)
か
ら
ま
た
祖
父
(
の
代
)
か
ら
騎
士
の
出
自
を
持
た
ぬ
者
す
べ
て
、
こ

れ
ら
の
者
は
レ

l
ン
法
(
上
の
能
力
)
を
欠
く
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
。

け

に

ん

(
必
)
ラ
ン
ト
法
三
・
八

0
・
二
に
よ
れ
ば
、
「
国
王
ま
た
は
他
の
主
君
が
彼
の
家
人

E
g
a
g出
口
)
ま
た
は
彼
の
体
僕
を
解
放
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

者
は
自
由
な

(
H
自
白
人
た
る
)
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
法
を
取
得
す
る
L

。
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
中
で
騎
士
的
生
活
を
営
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、

こ
の
寸
解
放
さ
れ
(
て
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
法
を
取
得
し
た
)
た
家
人
」
だ
け
で
あ
る
。

因
み
に
、
ミ
ツ
タ
イ
ス
・
前
掲
書
、
邦
訳
二
七
一
頁
は
、
「
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
二
つ
の
法
書

(
H
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
1

ゲ
ル
と
シ
ュ
ヴ
ァ
!
べ

ン
シ
ュ
ピ
i
ゲ
ル
)
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア

l
レ
ン
が
へ
!
ア
シ
ル
ト
制
(
あ
る
い
は
、
へ

1
ア
シ
ル
ト
の
序
列
)
の
中
に
入
っ
て

け

に

ん

い
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
家
人
」
(
同
書
で
は
宮
古
庄
町
江
巳
巾
ロ
で
は
な
く
、
内
同
巾
口
広

gsuo-sz'

B
白
ロ
ロ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
)
に
関
す
る
限
り
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
事
実
に
反
し
て
い
る
(
同
書
の
「
家
人
」
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え

ず
、
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
了
(
一
一
)
(
三
頁
以
下
)
、
ニ
・
(
四
)
(
特
に
一
四
頁
以
下
)
、
二
・
(
五
)
(
一
五
頁
以
下
)
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
同
書
に
お
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説

い
て
へ

1
ア
シ
ル
ト
の
序
列
に
入
り
う
る
の
は
家
人
一
般
で
は
な
く
、
た
か
だ
か
前
述
の
「
解
放
さ
れ
て
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
法
を
取
得
し
た
家
人
」

と
「
解
放
さ
れ
て
参
審
員
と
な
っ
た
{
し
た
が
っ
て
、
参
審
自
由
人
の
法
を
取
得
し
た
、
と
推
定
さ
れ
る
)
帝
国
の
家
人
」
だ
け
、
つ
ま
り
、
「
自
由
人

の
法
」
を
持
っ
て
い
る
者
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
。

(
円
相
)
ラ
ン
ト
法
一
・
五
六
は
、
一
・
五
五
・
一
と
二
を
承
け
て
、
「
ゴ

1
グ
ラ

l
フ
職
に
は
、
い
か
な
る
レ

l
ン
も
ま
た
い
か
な
る
フ
オ
ル
ゲ

(
H
主

君
の
側
に
移
動
が
あ
っ
た
と
き
の
授
封
更
新
)
も
存
在
し
な
い
の
が
法
に
適
っ
て
い
る

(
g
x
g
n
v
z
を
と
り
あ
え
ず
そ
う
訳
し
て
お
く
)
。
け
だ
し
、
ゴ
ー

グ
ラ

1
フ
を
突
然
の
事
件
ご
と
に
(
選
ぶ
か
)
ま
た
は
一
定
の
期
間
(
日
任
期
)
に
つ
い
て
選
ぶ
か
は
、
ラ
ン
ト
民
の
自
由
な
選
択
(
に
よ
る
も
の
)

だ
か
ら
で
あ
る
」
と
明
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ゴ

l
グ
ラ

l
フ
職
の
封
与

(
H
授
封
)
に
関
説
し
て
い
る
同
条
の
後
段
、
了
五
八
・
て

一
・
七
一
の
一
部
は
、
い
ず
れ
も
一
三
世
紀
後
半
の
補
遺
に
属
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ゴ

l
グ
ラ

l
フ
は
は
じ
め
ラ
ン
ト
民
に
よ
っ
て

選
挙
さ
れ
て
い
た
が
、
し
だ
い
に
グ
ラ

l
フ
(
お
よ
び
マ
ル
ク
グ
ラ
1
フ
)
か
ら
裁
判
権
を
封
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
推
移
が
、

き
わ
め
て
明
確
に
浮
か
び
上
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

(
叫
)
以
上
の
所
論
に
よ
っ
て
、
前
節
末
尾
で
指
摘
し
た
問
題
、
す
な
わ
ち
、
参
廷
義
務
の
「
物
質
的
基
礎
」

(
H
ア
イ
ゲ
ン
の
所
有
)
と
「
法
的
板
拠
」

(
H
自
由
身
分
)
の
聞
の
ず
れ
も
、
そ
も
そ
も
見
か
け
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
こ
と
が
自
ず
か
ら
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
の
ず
れ
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l

ゲ
ル
の
著
者
ア
イ
ケ
が
、
一
方
で
は
、
「
公
的
」
裁
判
権
の
「
審
級
序
列
」
を
枢
軸
に
す
え
て
寸
法
」
を
叙
述
し
よ
う
と
し
(
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を

も
と
に
し
た
ラ
ン
ト
法
上
の
寸
身
分
」
が
レ
l
ン
法
上
の
「
身
分
」
H

へ
1
ア
シ
ル
ト
に
ま
で
侵
入
し
)
て
い
る
の
に
、
他
方
で
は
、
依
然
と
し
て
旧
来
の

自
由
(
人
)
・
不
自
由
(
人
)
と
い
う
身
分
観
に
固
執
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
に
見
ら
れ
る
「
法
」
の
規
範
構
造
に
と
っ

て
は
、
こ
れ
ら
両
者
の
う
ち
前
者
が
よ
り
重
要
な
(
あ
る
い
は
、
決
定
的
な
)
意
味
を
持
つ
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
ザ
ク
セ
ン

シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
ア
イ
ゲ
ン
の
所
有
が
実
は
単
に
参
廷
義
務
の
「
物
質
的
基
礎
」
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
持
主
の
国
制
的
地

位
H
「
国
家
構
成
員
」
と
し
て
の
地
位
に
と
っ
て
も
決
定
的
な
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
自
由
身
分
そ
れ
自
体
は
も
は
や
(
か
つ
て
の
ご

と
く
)
そ
う
し
た
重
要
な
意
味
を
持
ち
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
伍
)
以
上
の
所
論
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
第
七
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
身
分
な
い
し
階
層
が
現
実
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
推
定
を
支

持
す
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
著
者
ア
イ
ケ
は
、
へ

l
ア
シ
ル
ト
が
七
つ
あ
っ
た
か
ら
そ
れ
に
関
す
る
規
定
を
こ
こ
に
置
い
た
の
で
は
な
く
、
七

の
数
に
合
わ
せ
て
叙
述
を
展
開
し
た
の
で
(
現
実
に
は
存
在
し
な
い
)
「
第
七
の
へ

1
ア
シ
ル
ト
」
の
こ
と
を
云
々
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
と
い
う

こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
う
し
た
想
定
に
よ
っ
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
二
了
三
・
七
の
数
の
序
列
が
き
わ
め
て
人
為
的
な
も
の
(
あ
る
い

言命
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は
、
あ
る
種
の
「
法
学
」
的
思
索
の
産
物
)
で
あ
る
こ
と
が
さ
ら
に
は
っ
き
り
す
る
(
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
必
)
で
指
摘
し
た
「
解
放

さ
れ
た
家
人
」
の
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
ア
イ
ケ
が
、
お
そ
ら
く
は
(
た
だ
の
)
家
人
に
対
す
る
敵
意
か
ら
、
結
局
彼
等
の
こ
と
に
言
及
し

て
い
な
い
以
上
、
右
に
述
べ
た
こ
と
は
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
)
。

(
必
)
ト
イ
ア

l
カ
ウ
フ
は
、
「
序
文
」
か
ら
ラ
ン
ト
法
一
・
三
・
こ
ま
で
の
つ
な
が
り
を
重
視
す
る
反
面
、
一
・
三
・
二
と
三
の
聞
の
断
絶
を
強
調
す

る
(
前
註
(
3
)
を
参
照
)
。
一
・
三
・
三
が

Z
ロ
の
語
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
論
拠
の
一
つ
で
あ
る
が

(ω

ロ
と
、

zz
で
始
ま
る
条
項
が
常

に
寸
新
し
い
思
考
過
程
」
を
導
く
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は
彼
自
身
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
・
三
・
三
に
つ
い
て
は
、
本

文
で
指
摘
し
た
単
純
な
事
実

(
H
一
・
三
・
二
末
尾
と
の
明
白
な
つ
な
が
り
)
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

(
灯
)
た
だ
し
、
一
・
六
・
五

i
一
・
八
・
こ
ま
で
は
除
き
、
次
節
に
お
い
て
考
察
す
る
。
因
み
に
、
こ
れ
ら
の
条
項
は
直
接
に
は
相
続
と
関
係
が
な

く
、
ラ
ン
ト
法
の
部
を
通
読
し
て
い
く
と
、
近
代
法
の
体
系
を
前
提
に
す
る
限
り
、
「
寄
り
道
」
な
い
し
「
脱
線
」
と
印
象
づ
け
ら
れ
る
部
分
で
あ

z
v
o
 な

お
、
こ
こ
で
と
り
あ
え
ず
一
・
三
・
三
か
ら
一
・
一
二
一
一
ま
で
を
一
括
し
て
扱
う
の
は
、
次
の
理
由
に
よ
る
(
以
下
に
つ
い
て
は
、
前
註
(3)
を
参

照
さ
れ
た
い
)
。

従
来
、
「
相
続
法
」
的
規
定
群
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
は
、
一
・
五
か
ら
一
・
三

O
(
モ
リ
ト
ァ
、
パ
イ
ア
l
)
あ
る
い
は
一
・
三
・
三
か
ら
一
・

一
九
ま
で
(
ト
イ
ア
|
カ
ウ
フ
)
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
学
説
を
考
慮
に
入
れ
て
最
も
広
く
考
え
れ
ば
、
一
・
三
・
三
か
ら
一
・
三

O
ま

で
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
な
お
、
一
・
三
・
三
を
「
相
続
法
」
的
規
定
に
数
え
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
7
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

し
か
し
、

l
l
一
部
、
後
述
す
る
よ
う
に

!
lザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
思
考
過
程
は
了
三

O
で
は
必
ず
し
も
途
切
れ
て
い
な
い
。
了

一
一
二
以
降
の
条
項
が
、
あ
る
い
は
「
家
族
法
」
(
モ
リ
ト
ァ
、
パ
イ
ア
1
)
に
、
あ
る
い
は
「
夫
婦
財
産
法
」
(
ト
イ
ア
l
カ
ウ
ブ
)
に
数
え
ら
れ
る
の

も
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
従
来
一
・
五
四
(
モ
リ
ト
ア
)
な
い
し
一
・
五
二
(
パ
イ
ア
l
)
あ
る
い
は
一
・
一
二
三
(
ト
イ
ア
1
カ

ウ
フ
)
以
降
の
条
文
は
「
裁
判
法
」
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
本
節
以
降
の
ね
ら
い
は
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
冒
頭
近
く
に
出
て
く
る
(
「
親
族
法
」
な

い
し
)
「
相
続
法
」
的
諸
規
定
と
お
n
Z
H
「
裁
判
(
権
ご
と
の
つ
な
が
り
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
に
す
で
に
「
裁
判
法
」

と
数
え
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
一
・
三
こ
ま
で
の
条
項
に
考
察
の
焦
点
を
し
ぼ
ろ
う
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
三
一
目
し
て
お
く
と
、
以

下
の
論
証
に
よ
っ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
思
考
過
程
は
一
二
ニ
こ
で
も
途
切
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
は
っ
き
り
す
る
は
ず
で
あ
る
。

(
必
)
こ
の
箇
所
の
原
語
は
号
ヨ
自
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を

i
l
-
こ
の
条
項
が
「
遺
産
」
に
つ
い
て
の
定
義
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
|
|
「
人
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説

は
」
と
読
み
た
く
な
る
。
し
か
し
、
著
者
ア
イ
ケ
は

i
l
l
遺
産
相
続
の
標
準
的
ケ

1
ス
を
具
体
的
に
考
え
て
|
|
「
夫
」
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い

て
い
た
、
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
ヘ
二
・
(
二

1
(三
)
(
七
頁
以
下
)
で
も
述
べ
て
お
い
た
。

(ω)
な
お
こ
の
条
項
は
、
前
註

(
7
)
で
触
れ
た
一
・
五
・
一
二
の
直
後
に
つ
づ
い
て
い
る
。

(
印
)
「
遺
産
」
の
中
に
ア
イ
ゲ
ン
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
二
・
(
一
)
(
七
頁
)
で
も
述
べ
て
お
い
た
が
、
以
下

に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
考
察
し
て
い
る
諸
条
項
に
限
っ
て
、
前
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
視
点
を
も
加
え
、
改
め
て
論
証
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

(
日
)
一
・
五
・
三
、
一
二
二
・
て
一
・
一
二
・
二
、
一
二
一
九
、
一
・
コ
二
・
て
一
・
コ
二
・
二
、
一
・
三
二
。

(
臼
)
モ
ル
ゲ
ン
ガ

l
べ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
結
婚
の
翌
朝
夫
が
妻
に
(
相
続
人
の
承
諾
な
し
に
)
与
え
る
贈
物
で
あ
り
(
一
・
ニ

0
・
ご
、
そ
の

時
点
で
妻
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
(
な
お
、
一
・
ニ

0
・
二
は
、
直
接
に
は
、
夫
の
敷
地
の
上
に
妻
の
建
物
が
あ
る
ケ
l
ス
一
般
に
つ
い
て
規
定
し
℃
い
る

が
、
モ
ル
ゲ
ン
ガ
1
ベ
の
中
に
は
建
物
が
含
ま
れ
て
お
り
|
l
邦
訳
、
同
条
へ
の
註

(
2
)
を
参
照
|
|
、
そ
れ
が
少
な
く
と
も
モ
ル
ゲ
ン
ガ
l
ベ
と
の
つ
な

が
り
で
そ
こ
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
)
。

一
期
分
は
、
(
レ

l
ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
る
も
の
に
限
る
と
)
持
主
(
最
も
普
通
に
は
、
夫
ま
た
は

父
)
が
(
相
続
人
の
承
諾
を
え
て
)
婦
人
(
最
も
普
通
に
は
、
妻
ま
た
は
娘
)
に
そ
の
生
涯
に
限
っ
て
与
え
た
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
期

分
設
定
者
が
死
亡
し
て
も
、
一
期
分
権
者
(
妻
ま
た
は
娘
)
が
生
き
て
い
れ
ば
、
一
期
分
は
相
続
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
相
続
人
(
最
も

普
通
に
は
、
被
相
続
人
の
息
)
の
手
に
渡
る
の
は
、
一
期
分
権
者
(
棺
続
人
の
母
ま
た
は
姉
妹
)
が
死
亡
し
た
と
き
で
あ
る
(
な
お
、
一
期
分
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
「
巴
岡
市
口
問
巾
耳
、
巾
お
考
」
(
前
註
ロ
)
、
四
(
六
一
七
頁
以
下
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
臼
)
こ
の
「
相
続
法
」
的
規
定
群
中
に
一
期
分
に
関
す
る
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
本
節
の
末
尾
で
明
ら
か
に
な
る
私
の
理
解
か
ら
は
、
基
本

的
に
は
そ
れ
が
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
条
項
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
い
わ
ば
批
判
の
対
象
に
対
し
て
公
正
で
あ
る
た
め
に
、
可
能
な

限
り
(
こ
れ
ら
の
条
項
を
も
「
相
続
法
」
的
規
定
群
と
解
す
る
)
通
説
的
立
場
(
前
註
(
3
)
を
参
照
)
に
沿
っ
て
論
を
進
め
て
い
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た

(M)
こ
の
点
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
最
も
わ
か
り
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
夫
(
ま
た
は
父
)
が
妻
に
相
続
人
(
最
も
普
通
に
は
、
息
)
の
承
諾
を
得
て

ア
イ
ゲ
ン
を
一
期
分
と
し
て
与
え
る
。
こ
の
場
合
彼
は
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
ア
イ
ゲ
ン
を
す
べ
て
一
期
分
と
し
て
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
(
そ
う
で

あ
れ
ば
、
相
続
人
は
承
諾
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
)
。
も
し
一
期
分
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
が
彼
の
持
っ
て
い
る
ア
イ
ゲ
ン
の
一
部
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
以
外
の
ア
イ
グ
ン
は
当
然
彼
の
「
遺
産
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

論
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(
日
)
一
・
一
二
一
一
は
、
直
接
に
は
(
夫
の
ア
イ
ゲ
ン
か
ら
設
定
さ
れ
た
)
妻
の
一
期
分
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
旨
は
、
そ
れ
が
妻
の

ア
イ
ゲ
ン
と
は
な
り
え
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

(
日
)
前
註
(
臼
)
で
述
べ
た
こ
と
を
、
も
う
一
度
参
照
さ
れ
た
い
。
後
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
こ
の
妻
の
財
産
に
関
す
る
規
定
(
ト
イ
ア
l
カ
ウ

フ
の
「
夫
婦
財
産
法
」
)
は
、
私
の
立
場
か
ら
は
、
第
一
に
、
(
夫
の
そ
れ
で
な
く
て
も
)
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
第
二
に
、
妻
の
「
法
」

に
関
す
る
規
定
で
あ
る
(
妻
は
婚
姻
中
、
夫
の
後
見
に
服
し
、
夫
の
寸
法
」
の
中
へ
入
る
結
果
、
妻
の
財
産
は
夫
の
後
見
人
た
る
地
位
に
も
と
づ
く
ゲ
ヴ
ェ

1

レ
H
い
わ
ば
管
理
権
に
服
す
る
)
。

(
訂
)
す
で
に
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
二
・
(
二
)
(
七
頁
以
下
)
で
論
じ
て
お
い
た
こ
と
だ
が
、
(
特
に
)
)
・
一
七
・
一
か
ら
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。
第

一
に
、
配
偶
者
に
は
相
続
権
が
な
く
、
遺
産
は
(
最
近
の
)
血
族
に
の
み
相
続
さ
れ
る
。
た
だ
し
第
二
に
、
父
母
の
(
普
通
の
)
遺
産
(
特
に
ア
イ
ゲ

ン
l

|
以
下
同
様
)
、
子
の
遺
産
、
兄
弟
姉
妹
の
遺
産
に
つ
い
て
は
、
男
子
(
息
、
父
、
兄
弟
)
が
女
子
(
娘
、
母
、
姉
妹
)
に
優
先
し
て
相
続
し
、

女
子
は
男
子
が
い
な
い
場
合
に
限
っ
て
相
続
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
妻
の
ア
イ
ゲ
ン
は
、
夫
か
ら
相
続
し
た
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
自
分
の
血
族

(
日
本
風
に
い
え
ば
、
「
実
家
」
)
か
ら
相
続
し
た
も
の
に
限
ら
れ
る
。

な
お
、
一
・
=
二
・
二
は
、
こ
う
し
た
趣
旨
を
徹
底
す
る
た
め
に
、
妻
が
夫
に
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
お
よ
び
動
産
を
贈
与
す
る
こ
と
ま
で
禁
じ
て

い
る
勺
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
が
彼
女
の
死
後
そ
れ
を
彼
女
の
法
定
相
続
人
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
(
の
な
い
よ
う
に
ご
)
。
夫
が
妻
に
ア
イ
ゲ
ン
を
贈
与
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
明
示
的
に
は
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
(
一
つ
に
は
、
こ
の
条
項
か
ら
の
類
推
、
今
一
つ
に
は
、
モ
ル
ゲ
ン
ガ
!
ぺ
や
一
期
分
へ

の
反
対
解
釈
を
も
と
に
し
て
考
え
る
と
)
当
然
の
こ
と
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
た
も
の
、
と
思
わ
れ
る
。

因
み
に
、
一
・
四
四
の
邦
訳
(
「
彼
女
に
彼
女
の
夫
が
所
有
地
〔
H
ア
イ
ゲ
ン
〕
を
永
代
に
(
吉

za包
巾
)
ま
た
は
彼
女
の
生
涯
か
ぎ
り
与
え
る
場
合
に
も

(
そ
う
で
あ
る
)
」
)
は
、
右
の
見
解
に
対
立
す
る
か
に
見
え
る
が
、
ハ
い
〉
同
「

C
d印
叶
〉
〈
出
。
玄
白

ig--ugω
国
各
国
巾
ロ
目
立
巾
m
m
g
R回
同
旬
、
円
宮
山
f

。
己
負

門回目印

ω悶
n
y
m広
島
町
戸
田
ロ
門
町
巾
nz-ω
・
〉
口
出
-w
呂田品・

ω・
お
∞
は
こ
れ
を
、
夫
が
妻
の
持
参
財
産
を
費
消
し
た
代
償
と
し
て
ア
イ
ゲ
ン
を
与
え
る
ケ
ー

ス
と
解
し
て
い
る
。
な
お
、
ロ
常
田
・
・

0
2
∞
同
門
町
田
巾
ロ
岳
ぽ
肉
色
凶
N
H
司巾

X
R
吋
『
巾
{
「
ロ
巾
σ師
同
門
ぽ
ロ
〈
吊
『
者
田
口
弘
広
口
閉
山
巾
円
FZσ
ロ門町巾

3
・
H

∞
白
ロ
門
戸
口
回
目

皆
nF閉山印
n
Z
F
S
R
R
E
E門ζ
巾円

E
n
z
z
E
m
Z
E
E
n
v
F
冨串
N
w
ω

・
8
Y
を
参
照
。

(
回
)
こ
の
箇
所
の

2
4巾
は
、
文
理
上
は
、
広
義
に
お
け
る
「
遺
産
」
(
了
六
・
こ
の
中
か
ら
ア
イ
ゲ
ン
を
差
引
い
た
「
そ
の
他
の
遺
産
」
と
解
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
聖
職
者
は
へ

l
ア
シ
ル
ト
日
レ

I
ン
法
上
の
能
力
を
持
た
ず
(
前
註
(
H
U
)

所
引
の
レ

l
ン
法
二
・
一
を
参
照
)
、
(
姉
妹
と
同
じ
く
)

へ
l
ア
ゲ
ヴ
ェ

1
テ
を
相
続
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
(
同
じ
く
前
註
(
引
)
所
引
の
ラ
ン
ト
法
一
-
一
一
七
・
二
を
参
照
て
さ
ら
に
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説

そ
の
中
か
ら
へ

l
ア
ゲ
ヴ
ェ

l
テ
を
差
引
い
た
「
普
通
の
遺
産
」
の
意
味
に
な
る
。

(印
)
F
C
4
-
巾
の
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
ア
イ
グ
ン
」
了
(
三
)
(
五
頁
)
で
述
べ
て
お
い
た
。
こ
の
箇
所
は
ア
イ
グ
ン
と
対
比
さ
れ
て
い
る
の

ホ
ー
フ

で
、
「
フ

l
フ
ェ
L

が
土
地
の
大
き
さ
を
示
す
単
位
を
意
味
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
あ
る
属
性
を
も
っ
た
土
地
、
具
体
的
に
は
領
主
の
館
に
属
し

賃
料

(
H
小
作
料
)
お
よ
び
十
分
の
一
税
を
負
担
す
る
土
地
(
ま
た
は
耕
地
)
を
意
味
す
る
、
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
っ
て
、
あ
る
ザ
ツ
ハ
リ
ヒ
な
困
難
が
生
ず
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
一
・
ニ
九
は
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う

に
、
「
不
動
産
」
相
続
権
の
「
消
滅
時
効
」
な
い
し
「
除
斥
期
間
」
に
関
す
る
条
項
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
(
右
の
意
味
に
お
け
る
)
「
フ

l
フ
エ
」

の
よ
う
な
従
属
的
な
(
あ
る
い
は
、
他
人
の
)
土
地
に
つ
い
て
「
相
続
権
L

が
問
題
に
な
り
う
る
か
、
と
い
う
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

確
信
を
え
ら
れ
ぬ
ま
ま
、
問
題
の
所
在
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
な
お
、
「
小
作
人
」
の
「
相
続
権
」
に
つ
い
て
後
述
す
る
と
こ
ろ
を
参
照
さ
れ

た
し

(
的
)
了
六
・
二
は
|
|
前
述
し
た
一
・
六
・
一
を
承
け
て
|
|
「
誰
で
あ
れ
遺
産
を
取
得
す
る
者
は
、
法
に
よ
っ
て

S
O
S
S
E
-
-と
り
あ

え
ず
そ
う
訳
し
て
お
く
て
遺
産
の
う
ち
動
産
の
値
す
る
限
り
、
(
被
相
続
人
の
)
債
務
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
。
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
条
項
の
趣
旨
が
、
被
相
続
人
の
債
務
に
つ
い
て
の
責
任
(
国
民
E
口
問
)
が
ア
イ
ゲ
ン
ま
で
は
及
ば
な
い
、
と
す
る
点
に
あ
る

こ
と
も
は
っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
一
・
一
九
・
て
一
二
一
二
・
四
と
五
、
一
・
二
三
・
一
、
一
・
二
七
・
二
、
一
・
二
八
。

(
臼
)
一
・
二
ニ
・
四
を
参
照
。

(
臼
)
一
・
五
・
二
と
三
、
一
二
一
四
・
三
、
一
・
二
七
・
て
一
二
一
八
、
一
・
=
二
・
一
。

(
臼
)
一
・
一
一
四
・
三
を
参
照
。

(
臼
)
一
・
二

0
・
八
。
た
だ
し
こ
こ
で
、
夫
が
「
騎
士
の
出
自
を
持
た
な
い
」
の
に
|
|
「
家
畜
」
(
話
)
(
あ
る
い
は
、
「
牛
」
)
は
と
も
か
く
と
し
て

-
|
|
「
最
良
の
馬
L

を
モ
ル
ガ
ン
ガ

l
べ
と
し
て
与
え
う
る
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
ひ
っ
か
か
る
。
こ
の
条
項
は
、
も
し
か
し
て
、

「
家
人
」
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

(
前
)
了
二

0
・
一
と
一
一
(
前
註
臼
)
。
も
し
前
註
(
臼
)
で
述
べ
た
推
定
が
当
た
っ
て
い
れ
ば
、
一
・
ニ

0
・
八
は
、
|
|
「
騎
士
の
出
自
を
持
た
な
い

者
一
般
に
つ
い
て
、
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
|
|
「
(
本
来
の
)
騎
士
」
と
「
(
上
昇
し
つ
つ
あ
る
)
家
人
」
の
相
違
を
強
調
す
る
た
め
の
も
の
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
(
前
註
(
必
}
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

論
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ザクセンシュピーグルにおける相続法の位置

(
訂
)
こ
の
条
項
は
「
邦
訳
」
で
は
こ
の
あ
と
、
「
た
だ
し
彼
が
騎
士
の
出
自
を
も
っ
人
で
あ
っ
て
:
・
:
じ
と
つ
づ
き
、
あ
た
か
も
「
小
作
人
」
の
中
に

「
騎
士
の
出
自
を
も
っ
人
」
が
含
ま
れ
る
か
の
ご
と
き
印
象
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
箇
所
、
原
文
は
一
仲
間
話
回
目

g
s
g〈
白
ロ
司
区
母
『
回

同
吋
ゲ
号
:
:
:
と
な
っ
て
お
り
、
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
は
、
「
た
だ
し
、
騎
士
の
出
自
を
も
つ
あ
る
夫
が
、
そ
れ

(
U
建
物
)
を
彼
の
委
に
モ
ル
ゲ

ン
ガ

1
べ
と
し
て
与
え
て
い
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い

(
H
建
物
は
相
続
人
に
相
続
さ
れ
な
い
ご
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。

な
お
、
「
小
作
人
」
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
二
・
(
六
)
・

(
b
)
(
ニ
O
頁
以
下
)
で
詳
し
く
論
じ
て
お
い
た
。

(
伺
)
こ
の
条
項
お
よ
び
家
人
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
二
・
(
四
)
(
一
四
頁
以
下
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
回
)
な
お
、
一
二
九
・
一
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ

i
べ
ン
人
の
法
と
ザ
ク
セ
ン
人
の
法
の
違
い
の
一
つ
を
、
「
シ
ュ
ヴ
ァ

1
べ
ン
人
は
第
七
の
ジ
ツ
ペ
を
こ

え
て
も
へ

l
ア
ゲ
ヴ
ェ

l
テ
と
(
普
通
の
)
遺
産
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
点
に
求
め
て
い
る
が
、
そ
の
要
件
と
し
て
は
、
寸
彼
が
、
そ
の
(
被

相
続
)
人
が
彼
に
と
っ
て
剣
親
に
生
ま
れ
て
い
た

(
H
父
系
親
で
あ
っ
た
)
こ
と
を
、
と
も
か
く
も
数
え
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
」
場
合
と
並
ん
で
、

「
彼
が
、
彼
の
祖
先
の
一
人
が
か
の
者

(
H
被
相
続
人
)
の
、
も
し
く
は
、
か
の
者

(
H
被
相
続
人
)
の
祖
先
(
の
一
人
)
が
彼
の
祖
先
の
へ

l
ア
ゲ

ヴ
ェ

1
テ
を
裁
判
所
の
前
で

{
H
法
廷
で
)
請
求
し
た
こ
と
、
も
し
く
は
(
事
実
)
取
得
し
た
こ
と
を
、
証
人
に
よ
り
立
証
で
き
る
」
場
合
を
挙
げ

て
い
る
。
こ
れ
が
へ

l
ア
シ
ル
ト
H
騎
士
の
出
自
を
持
つ
者
を
念
頭
に
置
い
た
規
定
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条

項
か
ら
も
、
こ
の
シ
ュ
ヴ
ァ

l
べ
ン
人
の
場
合
と
対
比
さ
れ
て
い
る
ザ
ク
セ
ン
人
の
場
合
が
、
同
じ
く
へ
!
ア
シ
ル
ト
H
騎
士
の
出
自
を
持
つ
者

を
念
頭
に
置
い
て
い
た
も
の
、
と
推
定
で
き
る
。

(
叩
)
こ
の
意
味
で
の
『

R
Z
に
直
接
触
れ
て
い
る
の
は
、
一
・
五
・
二
、
一
・
一
六
・
一
と
二
の
三
つ
で
あ
る
が
、
一
二
一
五
・
二
と
三
と
四
に
は
、

(
基
本
的
に
は
同
じ
用
法
に
属
す
る

)
Z
R
R
F
F
Eロ可
R
Z
と
い
う
合
成
語
が
出
て
く
る
。

(
江
)
こ
の
後
段
の
寸
彼
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
よ
う
な
法
L

と
は
、
具
体
的
に
は
「
家
人
の
法
」
を
意
味
す
る
、
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
法
」

の
継
承
に
つ
い
て
は
、
父
の
そ
れ
を
継
承
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
母
が
(
父
よ
り
)
身
分
が
低
い
場
合
に
は
母
の
そ
れ
を
継
承
す
る
、
と
要
約

す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
一
ニ
・
七
三
・
一
を
も
参
照
)
。
な
お
、
後
代
の
補
遺
に
か
か
る
条
項
で
あ
る
が
、
コ
了
七
三
・

こ
か
ら
は
、
も
と
も
と
は
患
が
父
の
法
を
、
娘
は
母
の
法
を
継
受
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

(η)
こ
の
最
後
の
件
り
、
「
邦
訳
」
で
は
、
「
彼
女
の
権
利
ま
た
彼
女
の
相
続
権
を
そ
れ
に
よ
っ
て
失
う
こ
と
は
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
原
文
は

巾
吋
間
品
川
同
同
巾
〈
巾
ユ

5
2
8
E『

Ba巾
E
n
y片
岡

M
o
n
v
q
同
国
・
で
あ
り
、
こ
の
箇
所
だ
け
を
そ
う
訳
す
理
由
は
な
い
の
で
、
本
文
の
よ
う
に
改
め

て
お
き
た
い
。
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(
刀
)
す
で
に
本
文
で
引
用
し
た
一
・
五
二
ニ
(
「
(
普
通
の
)
聖
職
者
は
、
母
の
ゲ
ラ
!
デ
に
は
姉
妹
と
同
じ
分
を
、
ま
た
ア
イ
ゲ
ン
と
(
普
通
の
)
遺
産
に
つ
い

て
は
兄
弟
と
同
じ
分
を
取
得
す
る
」
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
引
け
)
一
・
コ
了
三
、
一
・
五
・
一
、
一
・
一
七
・
て
一
・
二
三
・
二
。

(
花
)
本
文
で
述
べ
た
こ
と
は
、
一
・
=
了
三
と
一
・
五
・
一
に
つ
い
て
も
、
容
易
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
一
・
二
三
・
二
に
お
い

て
は
、
「
同
等
出
生
身
分
」
は
1

1

相
続
権
で
は
な
く
i
|
|
後
見
人
と
な
る
た
め
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
が
、
後
見
人
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
ぐ

後
の
と
こ
ろ
で
ひ
き
つ
づ
き
論
ず
る
。

(
河
)
一
二
三
了
一
と
二
。
な
お
、
一
・
=
二
・
こ
に
は
、

g
n町
窓
〈

2
5ロロ同国
gu(法
定
後
見
人
た
る
の
地
位
)
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
は
す
ぐ
後
の
と
こ
ろ
で
別
に
論
ず
る
。

(
打
)
な
お
、
ラ
ン
ト
法
一
・
四
一
以
降
に
、
「
後
見
人
L

に
関
す
る
一
群
の
条
項
が
あ
り
、
そ
れ
を
見
る
と
、
後
見
人
の
主
た
る
役
割
が
訴
訟
の
局
面

に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
、
被
後
見
人
が
単
独
で
は
行
使
し
え
な
い
「
法
」
そ
の
も
の
も
、
訴
訟
な
い
し

裁
判
所
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
い
わ
ば
結
論
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ

の
点
に
つ
い
て
立
ち
入
る
こ
と
は
控
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
後
見
人
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
回
m
g
m
2
2
3
考
」
(
前
註
ロ
)
、
四

(
六
一
七
頁
以
下
)
で
も
一
部
論
じ
て
お
い
た
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

(
祁
)
一
二
一
三
・
一
。

(
河
)
一
二
一
三
・
二
。
し
た
が
っ
て
こ
の
条
項
は
、
「
相
続
法
」
的
規
定
群
と
い
う
立
場
か
ら
見
る
と
、
「
逸
脱
」
と
解
す
る
ほ
か
な
く
な
る
。

(
別
)
一
・
一
三
・
(
一
と
特
に
)
二
。
な
お
、
こ
の
条
項
中
の
「
法
定
後
見
人
た
る
の
地
位
に
も
と
づ
く
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
が
占
有
で
は
な
く
、
「
権
利
」

を
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
註
(
必
)
で
論
じ
て
お
い
た
。

(
創
)
な
お
、
こ
れ
を
承
け
た
一
・
四
五
・
ニ
は
、
「
妻
は
ま
た
、
彼
女
の
夫
の
承
諾
な
し
に
、
彼
女
の
財
産
を
譲
与
、
ア
イ
ゲ
ン
を
売
却
、
ま
た
一
期

分
を
譲
渡
す
る
を
え
な
い
、
け
だ
し
彼
は
彼
女
と
と
も
に
{
そ
れ
を
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
有
し
て
い
る
の
だ
か
ら
」
と
し
て
、
再
び
「
夫
婦
財
産

法
」
に
「
戻
る
」
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
一
.

に
服
す
る
こ
と
)
を
前
提
に
し
た
条
項
で
あ
る
こ
と
が
い
ち
だ
ん
と
は
つ
き
り
す
る
だ
ろ
う
。

(
位
)
こ
こ
で
考
察
し
て
い
る
諸
条
項
中
、
こ
れ
ま
で
に
本
文
お
よ
び
註
で
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
の
は
、
一
・
一
七
・
二
、

一
八
・
二
、
一
・
一
九
・
二
、
一
二
一
二
・
て
一
二
一
二
・
二
、
一
・
ニ
ニ
・
三
、
一
・
ニ
四
・
て
一
・
二
四
・
四
、

説論

一
二
八
・
て

一
・
三

O
で
あ
る
(
た
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ザクセンシュピーゲルにおける相続法の位置

だ
し
一
・
一
八
・
二
に
つ
い
て
は
次
節
で
改
め
て
論
ず
る
)
。

こ
の
う
ち
、
一
二

=
7
7
3三
お
よ
び
一
・
二
四
・
一
は
、
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
ヘ
二
・
(
三
)
(
九
頁
以
下
)
で
論
じ
た
よ
う
に
、
相
続

(
H

遺
産
取
得
)
の
具
体
的
プ
ロ
セ
ス
に
か
か
わ
る
条
項
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
以
外
の
条
項
の
う
ち
、
一
・
二
四
・
四
は
先
行
す
る
同
条
三
(
ゲ
ラ
l

デ
の
定
義
)
の
補
足
的
条
項
で
あ
り
、
一
・
一
七
・
二
と
一
・
一
八
・
一
は
、
い
ず
れ
も
相
続
に
関
す
る
シ
ュ
ヴ
ァ

1
べ
ン
人
の
法
の
特
殊
性

(
H

婦
人
に
相
続
権
が
な
く
、
女
系
か
ら
遺
産
を
取
得
す
る
こ
と
が
な
い
)
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
・
三

O
は
、
ザ
ク
セ
ン
の
ラ
ン
ト
内
に
お
け

る
「
遺
産
」
の
取
得
が
、
「
人
の
法
」
で
は
な
く
、
「
ラ
ン
ト
の
法
」
に
従
う
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
(
な
お
、
前
稿
寸
ア
イ
ゲ
ン
ヘ
三
、
(
四
)
と

(
五
)
の
間
で
、
本
来
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
法
が
属
人
法
主
義
か
ら
属
地
法
主
義
へ
の
転
換
の
一
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
ず
べ
き
で
あ
っ
た
。
機
会
が
あ

れ
ば
補
足
し
た
い
)
。
|
|
以
上
の
条
項
が
い
ず
れ
も
「
相
続
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
|
|
特
に
そ
の
継
承
を
中
心
と
し
た
|
|

ア
イ
ゲ
ン
と
(
各
人
生
得
の
)
法
」
と
い
う
枠
に
は
ま
る
こ
と
は
、
改
め
て
論
ず
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
右
に
挙
げ
た
条
項
の
う
ち
ま
だ
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
一
・
一
八
・
三
と
一
・
一
九
・
二
の
二
つ
だ
け
で

あ
り
、
特
徴
的
な
こ
と
に
、
い
ず
れ
も
「
判
決
非
難
」
に
関
す
る
条
項
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
判
決
非
難
」
の
こ
と
を
全
面
的
に
論
ず
る
用
意
は
な

い
が
、
と
り
あ
え
ず
次
の
三
つ
の
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

(a)
判
決
が
非
難
さ
れ
る
と
、
最
後
、
皇
帝
の
面
前

(
H
国
王
裁
判
所
)
に
お
け
る
(
七
人
対
七
人
の
)
決
闘
で
結
着
が
つ
け
ら
れ
る
(
特
に
二
・

一
一
了
八
を
参
照
さ
れ
た
い
)

0

(

b

)

一
般
に
、
(
法
廷
)
決
闘
に
及
ぶ
の
は
、
「
生
命
と
手
に
及
ぶ
犯
罪
」
の
容
疑
を
受
け
た
と
き
に
限
ら
れ
る
(
前

稿
「
ア
イ
ゲ
ン
ヘ
三
・
(
三
)
(
特
に
一
三
頁
以
下
て
お
よ
び
、
註
(
防
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
C
)

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
け
る
結
論
を
前
提
す
る
と
、

「
判
決
非
難
L

も
、
(
少
な
く
と
も
主
と
し
て
)
「
生
命
と
手
に
及
ぶ
犯
罪
」
、
し
た
が
っ
て
(
自
由
人
な
い
し
へ

1
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
者
の
)
「
法
」
に
か

か
わ
る
場
合
、
お
よ
び
、
「
ア
イ
ゲ
ン
(
と
レ

l
ン
)
の
帰
属
L

に
か
か
わ
る
場
合
に
限
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
定
に
導
か
れ
る
。

こ
の
推
定
を
決
定
的
な
形
で
論
証
す
る
こ
と
は
、

1

1

マ
ル
ク
の
法
の
特
殊
性
の
問
題
が
絡
ん
で
く
る
の
で
(
二
・
二
一
ニ
ニ
と
六
を
参
照
)
|
|

か
な
り
難
し
い
が
、
少
な
く
と
も
一
・
一
八
・
三
が
(
し
た
が
っ
て
一
-
一
九
・
ニ
も
)
主
と
し
て
参
審
自
由
人
(
な
い
し
へ

i
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
者
)

を
念
頭
に
置
い
た
規
定
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
条
項
も
、
寸
相
続
」
と
は
関
係
な
い
が
、
「
|
|
特
に
そ
の
継
承
を

中
心
と
し
た
|
|
ア
イ
ゲ
ン
と
(
各
人
生
得
の
)
法
L

と
い
う
枠
に
収
ま
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
後
考
を
重
ね
た
い
。

(
部
)
本
稿
で
は
、
一
・
一
二
三
以
下
の
条
項
に
つ
い
て
立
入
っ
て
考
察
を
加
え
る
余
裕
は
な
い
が
、
参
考
の
た
め
に
、
私
の
理
解
に
従
っ
て
各
条
項
の

主
題
を
見
出
語
風
に
掲
げ
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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説

一
・
三
一
ニ
H
(
各
人
生
得
の
)
法
。
一
二
ニ
四
・
一

1
四
H
ア
イ
ゲ
ン
(
の
譲
渡
)
。
一
・
三
五
・
一
と
二
川
ア
イ
ゲ
ン
(
と
埋
蔵
物
・
採
掘
権
)
。
一
・

三
六
・
一

1
一
・
四
O
H
(各
人
生
得
の
)
法
。
一
・
四
一

1
一
・
四
八
・
二

H
(特
に
法
廷
に
お
け
る
)
後
見
人
。
(
一
・
四
八
・
こ
な
い
し
)
一
・
四
八
・

三
1
一
・
五

0
・二

H
(
法
廷
に
お
け
る
)
決
闘
人
。
一
・
五
一
・
一

1
五
H
(各
人
生
得
の
)
法
。
一
・
五
二
・
一

1
四
H
ア
イ
ゲ
ン
(
お
よ
び
動
産
等
)

(
の
譲
渡
)
。
一
・
五
三
・
一

1
四
H
(
現
行
犯
)
訴
訟
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
一
二
三
ニ

1
一
・
五
三
・
四
ま
で
は
「
ア
イ
ゲ
ン
と
(
各
人
生
得
の
)
法
」
と
い
う
主
題
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
、

た
だ
し
、
傾
向
と
し
て
は
、
し
だ
い
に
裁
判
な
い
し
訴
訟
の
比
重
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
(
な
お
、
前
註
(
3
)
で
紹
介
し
た

ト
イ
ア
l
カ
ウ
フ
の
見
解
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
制
)
た
だ
し
一
・
八
・
ニ
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
ご
と
く
同
条
一
の
補
足
的
条
項
な
の
で
、
以
下
に
お
い
て
取
り
立
て
て
論
及
し
な
い
。

(
邸
)
後
述
す
る
一
・
七
に
、
寸
保
証
」
や
「
約
定
」
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
を
参
照
す
れ
ば
、
こ
こ
で
「
債
務
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
要

す
る
に
寸
借
金
」
の
こ
と
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
剖
)
こ
の
両
条
項
の
論
旨
を
正
確
に
把
握
す
る
の
が
難
し
い
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
「
ラ
ン
ト
法
」
の
基
本
的
な
規
範
構
造
に
か
か
わ

る
か
ら
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
一
・
八
・
一
に
つ
い
て
は
、
原
文
そ
の
も
の
が
必
ず
し
も
す
っ
き
り
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
も
よ
る
。

す
な
わ
ち
、
原
文
は

ω宅
問
回
目

E
R
a
g
m
-
p
a
R
a
g
S
F
a
q
目
白
泊
四
日

z
m巾ロ
3
-
g
m一口
z
n
F
F
a
q
g
m
Z
E
W
O弘
常

国ロ∞

E
m
g
E
F
出
憎
協
同
国
国
間
〈

R
m将
司
一
円
}
母
語
ユ

2
2
v
s
z
a
R
m問
問
認
可
与
え

zr仏

2
5ロ
骨
骨
江
口
伊
丹
巾
括
的
巾

-42巾
〈
巾
昆
巾
由
。
尚
昆
田
口
巾
吋

-E叩
-am
巾
Bm
。
邑
巾
一
三
口
己
巾
ロ
‘
同
町
巾

Eny
巴
ロ
・
で
あ
る
が
、
第
一
に
、
中
ほ
ど
の
皆
同
の
語
は
、
門
回
向
日
間
ロ
ロ
〈

O吋
mR-nZ巾
〈
巾
ユ

O〈巾同町巾
σσ
巾と

の
つ
な
が
り
で
は
目
的
格
に
、
し
か
し
巾
自
巾
〈
巾
丘
巾
ロ
回
目
と
の
つ
な
が
り
で
は
主
格
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
そ
こ
の
己
巾

B
白
ロ
ロ
は
始

め
の
文
章
で
は
主
語
で
あ
っ
た

5
2を
受
け
て
い
る
の
に
、
そ
の
後
の
巾
ヨ
巾
は
始
め
の
文
章
で
は
目
的
語
で
あ
っ
た

g宏
之
自
由
ロ
(
ロ
乏
を
受
け

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
全
体
と
し
て
、
誰
が
原
告
で
誰
が
被
告
な
の
か
に
つ
い
て
混
乱
が
生
じ
易
い
文
章
に
な
っ
て
い
る
。

(
町
)
一
・
一
八
・
こ
は
、
「
(
あ
る
)
人
が
裁
判
所
の
前
で

(
H
法
廷
で
)
約
束
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
い
か
に
周
知
で
あ
ろ
う
と
、
彼

は
そ
れ
か
ら
彼
の
潔
白
の
(
あ
る
い
は
、
否
認
)
宣
誓
を
も
っ
て
免
れ
る
(
こ
と
が
で
き
て
そ
し
て
(
他
の
)
人
は
そ
れ
に
つ
き
彼
を
証
人
を
も
っ

て
承
服
さ
せ
る
こ
と
を
え
な
い
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
因
み
に
こ
の
条
項
は
、
ザ
ク
セ
ン
人
が
カ

l
ル
(
大
帝
)
の
意
に
反
し
て
保
持
し
た
と
さ

れ
る
三
つ
の
法
の
一
つ
で
あ
る
が
、
一
・
七
と
同
様
、
直
接
に
は
「
相
続
」
と
何
の
関
係
も
な
い
。

(
鴎
)
つ
ま
り
、
一
・
七
の
論
旨
は
、
「
契
約
」
は
守
ら
な
く
て
も
よ
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
裁
判
所
は
法
廷
で
結
ん
だ
「
契
約
」
に
対
し
て
だ

論
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け
は
法
的
保
護
を
与
え
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
な
お
、
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
、
註
(
お
)
、
前
稿
「
ア
イ
ゲ

ン
」
、
三
・
(
一
)
・
①
(
二
六
頁
)
、
お
よ
び
、
前
稿
「
人
に
つ
い
て
の
グ
ヴ
ェ

l
レ
・
小
考
」
(
前
註
4
)
、
一
・
(
三
)
・
(

a

)

(

四
四
三
頁
)
で
も
論

じ
て
お
い
た
。

(
朋
)
ア
イ
ゲ
ン
の
「
法
廷
譲
渡
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
」
、
三
・
(
四
)
・
(

C

)

(

一四
O
頁
)
、
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
L

、
三
・
(
ご

と
(
一
一
)
(
二
五
貰
)
、
前
稿
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
・
小
考
」
、
一
(
四
回
二
頁
以
下
)
に
お
い
て
も
述
べ
て
お
い
た
の
で
、
御
参
照
い
た
だ

き
た
い
。

な
お
、
ア
イ
ゲ
ン
の
質
入
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
次
の
二
点
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
当
時
の
質
入
は
な
お
「
古
質
」

(
主
同
町
足

ω
a
N
C口
問
)
と
言
わ
れ
る
も
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
ア
イ
ゲ
ン
の
占
有
を
現
実
に
質
権
者
に
引
渡
し
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
(
ア
イ
ゲ
ン
の

質
入
が
譲
渡
に
準
じ
た
形
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
)
。
第
二
に
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ア
イ
ゲ
ン
の
譲
渡
の
場
合
に
つ
い
て
は
、

譲
渡
人
が
後
に
自
ら
譲
渡
の
事
実
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
質
入
に
つ
い
て
は
、
質
入
人
が
後
に
(
た

と
え
ば
債
務
を
完
済
し
た
上
で
)
質
権
者
を
相
手
に
ア
イ
ゲ
ン
の
返
還
を
求
め
、
自
分
が
ア
イ
ゲ
ン
の
占
有
を
引
渡
し
た
の
は
「
譲
渡
」
し
た
の
で

は
な
く
「
質
入
」
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
可
能
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
(
こ
の
点
は
、
前
註
(
紛
)
で
指
摘
し
た
こ
の

条
項
の
構
文
上
の
難
点
が
な
ぜ
生
じ
た
か
を
考
え
る
一
助
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
)
。

(
卯
)
ラ
ン
ト
法
三
・
二
八
・
一
は
、
出
生
ま
た
は
職
業
に
よ
る
不
真
正

2
5
n
v円

H

こ
の
場
合
、

R
n
F
2
2と
同
義
)
を
立
証
す
る
手
続
と
し
て
、
「
法

に
つ
い
て
完
全
な
人
々
(
六
人
)
と
自
分
と
も
七
人
で
立
証
」
す
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
同
条
二
は
、
「
彼
の
法
を
窃
盗
ま
た
は
強
盗
に
よ

り
裁
判
所
の
前
で

(
H
法
廷
で
、
判
決
に
よ
り
)
喪
失
し
た
」
こ
と
は
、
「
裁
判
官
が
自
分
と
も
七
人
で
立
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
ヘ
三
・
(
四
)
(
三
二
頁
以
下
)
で
も
論
じ
て
お
い
た
。
ま
た
、
前
稿
「
人
に
つ
い
て
の

ゲ
ヴ
ェ

1
レ
・
小
考
」
、
特
に
四
・
(
二
(
四
五
四
頁
)
で
は
、
自
由
人
の
(
体
僕
へ
の
)
法
廷
身
売
の
立
証
に
つ
い
て
も
、
一
・
八
・
一
(
お
よ
び

一ニ
e

二
八
・
二
)
と
閉
じ
手
続
が
用
い
ら
れ
た
、
と
い
う
推
定
を
述
べ
て
お
い
た
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
主
題
と
は
関
係
が
な
い
の
で
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。

(
別
)
こ
の
点
は
、
前
荷
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
・
小
考
」
で
も
、
体
僕
の
身
売
や
帰
属
の
問
題
に
即
し
て
述
べ
て
お
い
た
。

(
児
)
因
み
に
、
こ
の
「
相
続
法
」
的
規
定
群
中
に
「
裁
判
官
」
や
寸
裁
判
所
」
が
姿
を
現
わ
す
の
は
、
こ
の
ほ
か
次
の
条
項
で
あ
る
。

一
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)
、
一
・
一
八
・
二
(
前
註
幻
)
、
一
・
一
八
・
三
H

「
皇
帝

(
H
国
王
裁
判
所
)
の
前
で
」
(
前
註
幻
)
、

ザクセンシュピーゲルにおける相続法の位置

一
・
一
六
・

一
・
一
九
・
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説

一
(
前
註

ω)、
一
・
一
九
・
二
、
一
・
一
二
・
一
、
一
・
二
八
、
一
・
二
九
。
な
お
、
ほ
か
に
一
・
六
・
二
、
一
・
二

0
・
九
、
一
二
一
二
・
四
、

一
・
二
三
・
一
、
一
・
一
二
一
一
な
ど
の
条
項
は
、
(
法
廷
な
い
し
訴
訟
に
お
け
る
)
証
明
手
続
に
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
「
相
続

法
」
的
規
定
群
に
お
い
て
も
、
常
に
「
裁
判
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
特
に

二
・
(
三
)
(
九
頁
以
下
)
で
論
じ
た
こ
と
だ
が
、
相
続

(
H
遺
産
取
得
)
の
具
体
的
プ
ロ
セ
ス
に
寸
裁
判
官
」
や
「
裁
判
所
」
が
姿
を
見
せ
な
い
の

は
、
そ
の
意
味
で
は
む
し
ろ
例
外
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

(
回
)
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
特
に
二
・
(
三
)
(
一

O
頁
以
下
)
、
三
・
(
ご
と
(
ニ
)
(
二
五
頁
以
下
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
倒
)
平
一
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
「
法
の
喪
失
」
に
つ
い
て
全
面
的
な
検
討
を
行
う
に
は
、
「
(
各
人
生
得
の
)
法
」
と
は
何
か
、
を
明
ら
か
に

す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
課
題
と
取
組
む
の
は
、
前
註
(
日
)
に
挙
げ
た
拙
稿
ま
で
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
、
問
題

を
限
定
し
て
一
つ
の
「
中
間
報
告
」
を
提
示
す
る
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
「
法
の
喪
失
」
に
つ
い
て
は
、
一
部
す
で
に
、
前
稿
「
ア

イ
ゲ
ン
」
、
三
・
(
四
)
(
三
二
貰
以
下
)
で
も
論
じ
て
お
い
た
。

(
町
)
ラ
ン
ト
法
一
・
三
八
・
一
と
二
。
こ
の
両
条
項
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
前
註
(
似
)
で
挙
げ
た
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
鮪
)
ラ
ン
ト
法
一
二
二
八
・
三
。

(
肝
)
ラ
ン
ト
法
一
・
三
九
。

(
開
)
ラ
ン
ト
法
一
・
四
八
・
一
。

(
的
)
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
九
と
一
一
。

(
削
)
ラ
ン
ト
法
一
・
四
八
・
二
、
二
・
=
了
七
、
コ
了
五
・
三
、
三
・
五
・
五
。

(
削
)
上
述
、
四
・
(
三
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
即
)
前
稿
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
・
小
考
」
、
三
(
特
に
四
五
三
頁
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

論
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Die Stellung des Erbrechts im Sachsenspiegel. 

Takeshi ISHIKA w A • 

1m Sachsenspiegel nehmen erbrechtliche Bestimmungen eine auffalIende 

StelIung ein. Sie erscheinen namlich schon am Anfang des Landrechts， und zwar 

in einem ziemlich geschlossenen Gestalt.') Was bedeutet das? oder in welch 

einem Zusammanhang steht das mit der normativen Struktur des mittelalterlichen 

Rechts， wie es im Sachsenspiegel steht? In diesem Aufsatz soll versucht werden， 

eine Antwort auf diese Frage zu finden. 

I 

1) In Prologus unseres Rechtsbuches sind folgende Satze zu lesen :“Got is 

selve recht (=gerecht). Dar umme is eme recht lef." Was ist denn dieses recht， das 

Gott dem Gerechten lieb ist? Aus den betreffenden Stellen der Vulgata dUrfte 

man erschliesen， daβes iustitia (Psalm 10， 8) oder noch bestimmter iudicium 

(Psalm 36， 28) bezeichnet.幻

Auch der Text des Prologus geht weiter :“Dar u町町le呂田 se s巴kvore alle 

de， den gerichte van Goddes halven bevolen is， dat se also richten， dat Goddes torn 

unde sin gerichfe gnedeleken over se irgan mote." Danach sol1 Gott der Gerechte 

gewissen Leuten das Gericht (od. die Gerichtsbarkeit) anvertraut hab巴n，umdurch 

sie sein Gericht ergehen zu lassen. 

2) Daraufhin besagt Ldr. 1 1， das Gott dem Papst das geistliche und dem 

Kaiser das weltliche Schwert Uberlassen hat. Das Schwert symbolisiert dabei 

jeweils das geistliche oder weltliche“recht'¥Was ist denn dieses“recht"? In 

diesem Fall ware es auch sachgemas ganz klar 巴skann nichts andres als 

Gerichtsbarkeit bedeuten. Uberdies ist das Wort in demselben Artikel spater mit 

“walt" order “gerichte" umgeschrieben. Auch hier bezeichnet das“recht" also das 

'Professor fUr (westliche) Rechtsgeschichte an der juristischen Fakultat der 

Hokkaido-U niversitat. 

1) Als erbrechtliche Bestimmungen betrachten E. MOLITOR U. K. 1. BEIER Ldr. 1 5-[ 

30， G. THERKAUF dagegen Ldr. 1 3 ~3一[ 19. Hier werden in der Hauptsache Prologus， 

Textus prologi und Ldr. 1 1ー 132 in Betrachtung bezogen. 

2) Vgl. Sachsenspiegel Landrecht， MGH， hrsg. v. K. A. ECKHARDT. 1973， S. 51， Anm.21. 

I
 

I
 

I
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Gericht oder die Gerichtsbarkeit. 

3) Dann behandelt Ldr. I 2 die Gerichtsverfassung und die Dingpflicht der 

Freien. Die Freien dreier Art sollen namlich jeweils das Sendgericht dreier Art 

besuchen. Ebenso sollen sie auch“weltlik gerichte" besuchen : die Schoffenbar-

freien das Gericht der Grafen， die Pfleghaften das der Schultheisen und die 

Landsassen das der Gografen (od. der Vogte). 

Zwar erscheint das W ort “recht" in diesem Artikel nicht. Aber in anderen 

Artikeln ist der Ausdruck“rechtes plegen" in dem Sinne“Dingpflicht zu erflulen" 

gebraucht.'l Damit ist festzustellen， das sich die Assoziation recht=gerichte auch 

hier fortsetzt. Besonders zu bemerken ist ubrigens， das bereits in diesem Artikel 

der innere Zusammenhang des Eigens mit der Dingpflicht angedeutet ist (~2 u. ~3). 

11 

Darauf folgt Ldr. I 3， wo drei verschiedene Dinge， die mit der Siebenzahl 

zusammenhangen， behandelt werden (sieben Welten in H， sieben Heerschilde in ~2 

u. sieben Sippen in ~3). FUr unsere Fragestellung ist davon ~2 besonders wichtig.叫

Der Heerschild stellt bekanntlich die Lehnsfahigkeit dar， die Bestimmung 

darUber ist also an sich lehnsrechtlich. Das ist klar. Die Frage ist nur， warum 

diese an sich lehnrechtIiche Bestimmung hier im beginnenden Teil des Landrechts 

vorkommt. 

In Lnr. 69 ~8 ist folgendes zu lesen :“Wert en ordel besculden umme len dat 

des herren egen is， men scal dar mede op it leste vor dat rike ten; went de koning 

to richtere gekoren is over iewelkes mannes hals5l unde over egen unde over len. 

Dar umme so hevet allantrecht unde lenrecht (=land-u.lehnrecht1iche Gerichtsbar-

keit) begin an eme， went de herscilt an eme begint." 

Hier hat Eike v. Repgow， unser Spiegler selbst sozusagen seine eigene 

Definition des Begriiffs“Landrecht" gegeben， und zwar wohl bedacht! Danach 

soll es eben die Gerichtsbarkeit Uber jedermanns Hals (od. Leben)5l und uber das 

Eigen sein. Diese Gerichtsbarkeit bildet eben den Kern des Begriffs ! 

1m Sachsenspiegel ist diese landrechtliche Gerichtsbarkeit andererseits als 

“len an gerichte" (=Gerichtslehn) erfaβt (Ldr.III 54 H).“De keiser ne mach---in 

allen landen nicht sin， unde al ungerichte nicht richten to aller tit ; dar umme Iiet 

3) Ldr. I 34 H， I 60 ~3 ， 11 13 ~8. V gl. auch Lnr. 4 ~5 (lenrechtes plegen)， 63 H 

(hoverechtes plegen). 

4) V gl. zu H K. KROESCHELL. Rechtsaufzeichnung und Rechtswirklichkeit. Das 

Beispiel des Sachsenspiegels， in : Vortrage und Forschungen， Bd. 24， 1977， bes. S. 363. 

5) VgJ. dazu Ldr. 1 52 ~2 :“Den koning kuset men to richtere over egen unde len unde 
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he den vorsten gravescap unde den greven sculteidum. An den virden hant ne scal 

nen len kommen， dat gen'chte si over hals unde over hant， wan sculteidum al ene 

in der grevescap---." (Ldr.III 52 92 u. 93) 

Damit kann man sich klarmachen， das die Heerschildordnung nicht einfach 

eine lehnrechtliche Bestimmung darste11t， sondern sie dient gleichzeitig auch als 

Treppe， durch die die landrechtliche Gerichtsbarkeit (=lantrecht) vom Kδnig 

ausgehend bis zur vierten Hand (=Schultheis in der Grafschaft) herabsteigt.6l Das 

ist eben der Grund dafur， das 1 3 92 gleich nach 1 2 erscheinen mus. Ubrigens setzt 

sich die Assoziation recht=gerichte implizite immer noch fort. 

III 

Gleich danach kommt bereits 1 3 93 Uber sieben Sippen vor， der erbrechtliche 

Gruppe anfUhrt. Hier ist zu fragen : Steht sie nur deswegen am beginnenden Teil 

des Landrechts， weil der anfUhrende Artikel mit der Siebenzahl zusammenhlingt ? 

Oder vielmehr : fufhrt sie nicht wiederum die Assoziation recht=gericht weiter ? 

1) Nicht zu Ubersehen ist zunachst， das das Eigen in dem Erbe mit 

einbegriffen ist oder sogar Hauptgegenstnd des Erbgangs bildet， obwohl das weder 

in 1 691， der “dat erve" definiert， noch in anderen Artikeln dieser Gruppe explizite 

besagt ist. Diese erbrechtlichen Bestimmungen beziehen sich namlich auch auf 

das Eigen.7) Eine materielle Voraussetzung der Dingpflicht (od. Gerichtsfahigkeit) 

besteht Ubrigens darin， das jeder Freie das Eigen bestimmter Grose (二mindestens

1/2 Hufe) innehat.8l 

2) Daraus folgt， das sich diese erbrechtlichen Bestimmungen auf bestim-

mte Stande (mindestens Schoffenbarfreie u. Pfleghafte) beziehen."l In der Tat 

kommt in dieser Gruppe eine Bestimmung Uber das“herwede" vor， wo ausdrUck-

lich gesagt ist， das nur ein恥1ann，der“van ridders art" ist oder den “herscilt" hat， 

over iewelken mannes lif." 

6) Sonst wUrde folgendes durchaus unerklarlich bleiben : in Lnr. 69 98 wi11 unser 

Spiegler mit dem Nebensatz“went de hersci・ltan eme (=dem Konig) begint" den 

Sachverhalt， das nicht nur“al lenrecht" sondern auch " al lantrecht" an ihm 

beginnt. 

7) Als indirekter Beleg darf man folgende Artikel heranziehen : 1 5 93，21 991 u. 

2， 29， 31 991 u. 2， 32. In unserem Rechtsbuch ist das Wort “dat erve" manchmal 

im Sinne des Eigens gebraucht. V gl. Ldr. 1 61 H 1 u. 4， II 12 92， III 41 92， 56 91， 

III 19， 78 91， 81 92. 

8) Ldr. 1 34 91， III 61 93. 

9) In unserem Rechtsbuch erscheinen nur Schoffenberfreie u. Pfleghafte (u. 

Biergelde) explizite als Inhaber des Eigens. 

V 北法38(5-6・1.310) 1346 



Vol. XXXVDI No.5-6・1(1988) The Hokkaido Law Review 

dieses“herwede" vererben kann.'O) Alle diese feudalen Stande ergreift das“lant-

recht"， um sie als "gerichte" zusammenzusetzen. 

3 ) In dieser Gruppe befinden sich auch einige Artikel i1ber das“recht"， das 

jemandem angeboren ist.ll
) Ein vollkommenes Recht in diesem Sinne innezuhaben， 

bildet freilich eine Voraussetzung dafi1r， das hintergelassene Gut zu erben.'2) Aber 

die Bestimmungen i1ber den “vormundeぺdersozusagen ein unvollkommenes 

Recht seines Bevormundeten erganzt， haben es nicht immer mit dem Erbagang zu 

tun.13
) Sie waren also besser als Bestimmungen， die sich auf das“recht" selbst 

beziehen， zu begreifen. 

4) Der Artikel 1 8 31 bestimmt sachgemas etwa folgendes : Wenn jemand， 

der vor Gericht die Uberlassung oder Verpfandung des Eigens geloben hat oder 

dem sein“recht" (oder sein Leben od. seine Gesundheit) wegen seines Verbrechens 

gerichtlich abgesprochen ist， diese Tatsache vereinen will， so soll der Richter， um 

ihn zu i1berfi1hren， zusammen mit sechs Schδffen davon Zeuge sein. 

Vom Standpunkt der herrschenden Lehre aus konnte man diesen Artikel nur 

als eine Abweichunhg vom Erbrecht betrachten. Das stimmt aber nicht zu. Hier 

entwickelt unser Spiegler ganz bewust das wichtigste Beweisverfahren im Land-

recht， und zwar in Bezug auf die beiden kardinalen Sachen im“lantrecht"， nam-

Iich die gerichtliche Uberlassung des Eigens und die peinliche Strafe (;hals od. Iif) 

zu schweren Verbrechen. 

Damit ist klargeste11t， das sich die sogenannten“erbrechtlichen" Bestim-

mungen alle auf das Eigen und das“recht" dessen Inhabers beziehen. Sie fi1hren， 

d巴nGegenstand nach und nach auf die beiden Hauptsaulen des “lantrechts" 

verschiebend， die Assoziation recht;gerichte immer noch weiter. Das ist der tiefere 

Grund dafi1r， das sie eben den beginnenden Teil des Landrechts einnehmen. 

10) Ldr. 1 27 32. Vgl. dazu auch 1 24 33 (i1ber die ‘'rade"). 

11) Ldr.I 5 32， 16 331 u. 2 ; vgl. auch 1 25 332-4 (Ien-u. landrecht im gleichen 

Gebrauch). 

12) Auch das Wort “evenbordich" bedeutet“an seinem Recht gleich". Vgl. Ldr. 

13 33， 5 31， 17 31， 23 32. 

13) Besonders beim Vormund der Frauen. V gl. Ldr. 1 23 32， 1 31 32， 
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